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さいたま市告示第６９２号 

さいたま市環境影響評価条例（平成１５年さいたま市条例第３２号）第２２条の規定により、さい

たま市、川越市、上尾市の荒川左岸において計画されている「荒川第二・三調節池事業」に係る環境

影響評価書及び関係書類の提出があった旨及び縦覧の場所等を公告するものである。 

令和３年４月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 事業概要 

   事業者の名称、代表者氏名及び所在地 

   名   称 国土交通省関東地方整備局 

   代表者氏名 関東地方整備局長 土井 弘次 

所 在 地 埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１ 

   対象事業の名称、種類及び規模 

  名   称 荒川第二・三調節池事業 

種   類 調節池の設置 

規   模 面積：約760ヘクタール 

   対象事業実施区域 さいたま市、川越市、上尾市の荒川左岸 

  関係地域の範囲  さいたま市、川越市、上尾市、志木市、富士見市、川島町のうち、対象事 

業実施区域の周囲１．５キロメートル以内の地域 

２ 縦覧場所 

   市役所７階 環境局環境共生部環境対策課 

   各区役所情報公開コーナー 

   各市立図書館、馬宮公民館、植水公民館、大久保公民館、大久保東公民館 

   川越市環境部環境政策課、上尾市環境経済部環境政策課、志木市市民生活部環境推進課、 

富士見市自治振興部環境課、川島町町民生活課 

３ 縦覧期間及び縦覧時間 

期間：令和３年４月１６日（金）から令和３年４月３０日（金）まで 

  時間：縦覧場所 、 は開庁日の午前９時から午後４時３０分まで。 は各施設の開館時間によ

る。 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市 環境局 環境共生部 環境対策課 環境審査係 

  電話 ０４８（８２９）１３３２ 

  



 

さいたま市告示第６９３号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市西区大字土屋字上新田１７１５番１、１７１５番９、１７１５番１０、１７１５番１１、 

１７１５番１２、１７１５番１３、１７１５番１４、１７１５番１５、１７１５番１６、 

１７１５番１７、１７１５番１８、１７１５番１９、１７１５番２０、１７１５番２１、 

１７１５番２２、１７１５番２３、１７１５番２４、１７１５番２５、１７１５番２６、 

１７１５番２７、１７１５番２８、１７１５番２９ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 東京都西東京市東伏見三丁目６番１９号 

タクトホーム株式会社 代表取締役 小寺 一裕 

３ 許可番号 

 令和２年１２月１１日 

 第開‐Ｎ２０２００９８号 

４ 検査済証番号 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ ５ 日 

第完‐Ｎ２０２００９８号 

  



 

さいたま市告示第６９４号 

さいたま市立三橋小学校校舎解体改築に伴う地盤変動影響事前調査業務について、次のとおり一般

競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１

６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年４月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市立三橋小学校校舎解体改築に伴う地盤変動影響事前調査業務 

  履行場所 

さいたま市大宮区三橋２丁目２０番地外 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

契約締結の日から令和３年１０月２９日まで 

  入札参加形態 

単体企業とする 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「補償コンサルタント」の受注希望業務「事業損失」で登載され

ている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成

１３年さいたま市制定）若しくはさいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱（平

成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力

団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている

期間がない者であること。 

  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申し立てがさ

れている者でないこと。ただし、更生計画の認可決定を得、かつ、更生計画の認可決定を取り消

されていない場合を除く。 

  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申し立てがな

されている者でないこと。ただし、再生計画の認可決定を得、かつ、再生計画の認可決定を取り

消されていない場合を除く。 



 

  さいたま市内に本店又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所を有している者である

こと。 

  平成２３年度以降、国、地方公共団体において、同種同業務を契約し、誠実に履行した実績を

有している者であること。 

３ 仕様書の閲覧及び貸出 

仕様書は、閲覧又は貸出の方法により供するものとし、貸出を希望する者は、仕様書貸出申請書

により、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課へ申請し、承認を受けなければならない。 

  閲覧又は貸出場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

担当 菅野 電話 ０４８（８２９）１６４２ 

   イ 申請様式 さいたま市ホームページからダウンロード 

  https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p080734.html 

  閲覧又は貸出期間 

告示の日から令和３年４月３０日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部

学校施設課 

  提出方法 

持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

令和３年５月１３日（木）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに一般競争入札参

加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退したものとみなす。 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た



 

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 仕様書等に関する質問及び回答 

  仕様書等に関して質問がある場合は、質疑応答書を次のとおり提出すること。 

ア 提出先 

４ に同じ 

イ 受付期間 

３ に同じ 

ウ 提出方法 

４ に同じ 

  質問に対する回答 

ア 公表場所 

３ に同じ 

イ 公表日時 

令和３年５月１３日（木）午前９時から午後４時まで 

７ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

  入札参加資格の確認 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

  提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月１９日（水）午前９時１５分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

  最低制限価格 

設定しない。 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月１９日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 



 

７ イに同じ 

  入札回数 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することはできない。 

  入札の辞退 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を受け取った後であっても、入札を辞退することができ

る。 

  その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 

電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

  業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

９ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１０ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

１１ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課及びホームページにおいて閲覧

できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  



 

さいたま市告示第６９５号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市西区大字飯田新田字前１２３番１５ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 （省略） 

３ 許可番号 

 令 和 ２ 年 ９ 月 １ ５ 日 

 第開－Ｎ２０２００６６号 

４ 検査済証番号 

 令 和 ３ 年 ４ 月 １ ５ 日 

第完－Ｎ２０２００６６号 

  



 

さいたま市告示第６９６号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の 2 第１項の規定に基づき認可した「地縁による団

体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条の 2 第 10 項の規定に基

づき、次のとおり告示する。 

令和３年４月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名 称 

  美浦ヶ丘自治会 

２ 変更した事項 

   代表者 （省略） 

   住 所 （省略） 

３ 変更年月日 

   令和３年４月１１日 

  



 

さいたま市告示第６９７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和３年４月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名称 

 ・ 大門下自治会 

２ 変更した事項 

  代表者の氏名及び住所 （省略） 

  認可地縁団体の主たる事務所の所在地 （省略） 

３ 変更年月日  

 ・ 令和３年４月１１日 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市緑区役所区民生活部コミュニティ課地域活動係 

   電話 ０４８（７１２）１１３１ 

  



 

さいたま市告示第６９８号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 

令和３年４月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 申請者 

  住所 さいたま市大宮区天沼町一丁目７５番地 

  氏名 有限会社日本建設 代表取締役 中谷 利恵子 

２ 位置指定道路の概要 

  道路の位置 さいたま市西区三橋五丁目１１４０番５、同番６、同番１０、同番１３ 

  指定の年月日 令和３年４月１５日 

  指定の番号 第北２１－００１号 

   道路の幅員 ４．００ｍ 

   道路の延長 ５７．３３ｍ 

  



 

さいたま市告示第６９９号 

デジタル教材作成ツール保存用サーバ賃貸借（R3～）について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。 

令和３年４月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

デジタル教材作成ツール保存用サーバ賃貸借（R3～） 

  履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

令和３年６月１日から令和８年５月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名

簿」という。）に、種目「学校・保育用品」内の営業種目「学校用品」又は種目「レンタル・リ

ース」内の「ＯＡ機器リース等」若しくは「レンタル・リースその他」の資格を有すると認めら

れた者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課 

担当 研究推進・振興係 電話 ０４８（８２９）１６５９ 

  交付期間 

告示の日から令和３年５月６日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 



 

  交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

令和３年５月１０日（月）午前９時から午後５時まで 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

  入札参加資格の確認 

ア 入札参加資格がある旨の競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

  入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

  独占禁止法関係法令の遵守 



 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月１４日（金）午前９時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所第二別館１階第２会議室 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月１４日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじ

を引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課 

電話 ０４８（８２９）１６４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

  業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課 

電話 ０４８（８２９）１６５９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

８ その他 

  入札参加者は、入札後、本告示等についての不明を理由として、異議を申し立てることはでき

ない。 



 

  契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課及びホームページにおいて閲

覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

さいたま市告示第７００号 

さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。 

令和３年４月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管理由 

 さいたま市自転車等放置防止条例 

２ 保管開始年月日 

 令和３年 ４月 ９日 

３ 保管場所及び放置箇所 

  新開自転車保管所 

  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域 

  吉野原自転車保管所 

  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、 

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心 

駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車 

  大戸自転車保管所 

  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都 

 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域 

  岩槻自転車保管所 

  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域 

４ 保管自転車 

   別紙のとおり 

５ 保管台数 

    計 ６３台 

６ 連絡先 

  担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所 

  電話 ０４８（６５２）８８１２ 

  



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2021/04/05 武蔵浦和駅 愛知県警19-ﾔ-66832 B9A08356            

2021/04/05 武蔵浦和駅 埼玉県警07-7539881 SX70803138          

2021/04/05 武蔵浦和駅 高島平D-69948 A18AK25830          

2021/04/06 東浦和駅 不明 2H023401            

2021/04/06 南浦和駅東口 埼玉県警13-3199253 S2L23383            

2021/04/06 南浦和駅西口 埼玉県警19-193288618 STB325157           

2021/04/06 武蔵浦和駅 埼玉県警15-5312986 A15PA20856          

2021/04/06 武蔵浦和駅 不明 A16PI 04422          

2021/04/06 武蔵浦和駅 埼玉県警19-193867510 A19AF26716          

2021/04/08 南浦和駅東口 不明 XY170224186         

2021/04/08 南浦和駅西口 埼玉県警16-6476039 V160407318          

2021/04/08 武蔵浦和駅 埼玉県警19-190149781 F80911342           

2021/04/09 東浦和駅 埼玉県警06-6582531 B6E23824            

2021/04/09 武蔵浦和駅 不明 S5A55053            

2021/04/09 武蔵浦和駅 不明 153911909000756     
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2021/04/05 大宮駅東口 埼玉県警20-201616093 V191112362          

2021/04/05 大宮駅東口 埼玉県警17-7356384 B7E80108            

2021/04/05 大宮駅東口 埼玉県警13-3528111 S3D37183            

2021/04/05 大宮駅西口 埼玉県警11-1581411 B1X00662            

2021/04/05 指扇駅 埼玉県警20-200091892 V191121442          

2021/04/05 西大宮駅南口 板橋E-97619 K9G06095            

2021/04/06 大宮駅東口 埼玉県警21-210027874 S0WC05176           

2021/04/06 大宮駅西口 埼玉県警18-8309881 SSG354799           

2021/04/06 大宮駅西口 埼玉県警20-203105037 STTCB03186          

2021/04/06 大宮駅西口 埼玉県警17-7442078 B7A44367            

2021/04/06 大宮駅西口 埼玉県警12-2162211 T22FF035            

2021/04/06 大宮駅西口 埼玉県警17-7290096 B7B87065            

2021/04/06 大宮駅西口 埼玉県警16-6000337 G56G53051           

2021/04/06 大宮駅西口 埼玉県警20-201614856 B0B51096            

2021/04/06 大宮駅西口 埼玉県警07-7179400 HV03054             

2021/04/06 七里駅 埼玉県警17-7442172 STQAF06186          

2021/04/06 七里駅 埼玉県警16-6505994 H6J15621            

2021/04/08 大宮駅東口 埼玉県警20-204552835 A20AJ16922          

2021/04/08 大宮駅東口 埼玉県警21-210005730 A20NH18079          

2021/04/08 大宮駅東口 埼玉県警19-193268641 XC181201661         

2021/04/08 東大宮駅東口 静岡県警J3756980 B9K41998            

2021/04/08 東大宮駅東口 埼玉県警19-193769411 B8L04865            

2021/04/09 大宮駅東口 埼玉県警19-190026523 XC171231003         

2021/04/09 東大宮駅東口 埼玉県警15-5296256 A14AJ21995          

2021/04/09 東宮原駅 郡山414757 V120206649          
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2021/04/05 浦和駅西口 埼玉県警20-202327850 B0A10499            

2021/04/05 北与野駅 埼玉県警17-706??45 S7H048069           

2021/04/05 北与野駅 埼玉県警18-8001825 C9C05688            

2021/04/06 北浦和駅西口 埼玉県警15-5472053 WBK857157K          

2021/04/06 北浦和駅西口 埼玉県警18-841411? V180601815          

2021/04/06 北浦和駅西口 埼玉県警21-210171266 F20V02185           

2021/04/08 浦和駅東口 埼玉県警20-201254027 B9K64252            

2021/04/08 浦和駅西口 埼玉県警17-7323364 STQAF04324          

2021/04/08 北浦和駅東口 埼玉県警19-193540830 T19E0760            

2021/04/08 北浦和駅東口 埼玉県警10-0320419 CT9K22471           

2021/04/08 与野駅東口 不明 CW50908467          

2021/04/08 与野駅西口 埼玉県警21-211547219 STTGF48208          

2021/04/09 北浦和駅東口 埼玉県警19-192483069 V190411299          

2021/04/09 北与野駅 池袋F-76868 A15AC14510          
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

岩槻自転車保管所

2021/04/05 岩槻駅 埼玉県警13-3518490 TF1A18527           

2021/04/05 岩槻駅 埼玉県警20-201223350 SVTL00154           

2021/04/05 岩槻駅 埼玉県警20-204096368 SVUE01632           

2021/04/06 岩槻駅 不明 C97FF850            

2021/04/08 岩槻駅 不明 CT0H02466           

2021/04/08 岩槻駅 埼玉県警16-6299421 VF5L03505           

2021/04/08 東岩槻駅 不明 P160449             

2021/04/09 東岩槻駅 埼玉県警18-8334908 SSD006896           

2021/04/09 東岩槻駅 埼玉県警11-1026037 BOF14195            

合計： 63台
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さいたま市告示第７０１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」について、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定により、

次のとおり告示する。 

令和３年４月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名称 

  塚本町自治会 

２ 変更した事項 

   主たる事務所 （省略） 

   代表者の氏名及び住所 （省略） 

３ 変更年月日 

  令和３年４月３日 

  



 

さいたま市告示第７０２号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 

令和３年４月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 申請者 

  住所 さいたま市浦和区常盤十丁目１５番１６号 

  氏名 ポラスマイホームプラザ株式会社 代表取締役 中内 啓夫 

２ 位置指定道路の概要 

  道路の位置 さいたま市南区鹿手袋七丁目２８５番８、２９４番４ 

  指定の年月日 令和３年４月１９日 

  指定の番号 第南２１－００３号 

  道路の幅員 ４．５０ｍ 

  道路の延長 １２．４１ｍ 

  



 

さいたま市告示第７０３号 

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師として、次の医師

を指定したので告示する。 

令和３年４月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定した医師 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

  担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

  電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  



 

さいたま市告示第７０４号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

９条第１項の規定に基づき、次の医療機関について、指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定

をしたので告示する。 

令和３年４月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定した医療機関 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

   担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

   電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  



 

さいたま市告示第７０５号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

４条の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する指定自立支援医療機関の開設者

から次のとおり指定医療機関等に係る変更の届出があったので告示する。 

令和３年４月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 変更内容 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

   担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

   電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  



 

さいたま市告示第７０６号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

０条第１項の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する指定自立支援医療機関の

開設者から次のとおり指定医療機関等に係る更新の届出があったので告示する。 

令和３年４月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 更新した医療機関 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

   担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

   電話 ０４８（８２９）１３０５ 

  



 

さいたま市告示第７０７号 

広報車（ハイブリッド車）１台の賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。 

令和３年４月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件  名 

広報車（ハイブリッド車）１台の賃貸借 

  履行場所 

さいたま市浦和区常盤６丁目１番２８号 

  車  両 

仕様書のとおり 

  履行期間 

令和３年９月１日から令和８年８月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならない。 

   本入札の告示日において、令和３年・４年度さいたま市競争入札参加資格の申請を行ってい

ること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない

者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

  履行期間において、仕様書の内容を遵守し、確実に業務履行できること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対して入札説明書等を交付するものとする。 

なお、交付方法は郵送又は電子メール送信を用いるので、交付を希望する者は次の担当課に受付

期間内に電話連絡をすること。 

さいたま市消防局警防部警防課  電話 ０４８（８３３）７３９４ 

  受付期間 

公告の日から令和３年４月３０日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後４時まで） 

なお、最終発送日時は令和３年４月３０日（金）午後５時とする。 



 

  交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」

という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日にお

いて確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  提出方法 

書留郵便（一般書留、簡易書留）による郵送とする。 

  受付期間 

入札説明書等の交付を受けた日から令和３年５月６日（木）正午まで。 

受付期間内に必着のこと。 

  送付先 

〒３３０－００６１ さいたま市浦和区常盤６丁目１番２８号 

さいたま市消防局警防部警防課装備係 宛て 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付方法 

郵送とする。 

  交付（発送）日 

令和３年５月７日（金） 

６ 競争入札参加資格の喪失 

  本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

   本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

   競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

  入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１ヶ月当たりの額を記入すること。なお、落札決

定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。 

入札参加者は、入札説明書に定める必要書類を令和３年５月１４日（金）までに、上記４ 

の送付先まで書留郵便（一般書留、簡易書留）により郵送すること。 

  入札保証金 



 

見積もった金額（月額）に月数（６０ヶ月）を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。 

ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する

場合は、免除とする。 

なお、入札保証金を納付した場合は納付書を入札書に同封すること。 

  開札の日時及び場所 

 ア 日時 

   令和３年５月１７日（月）午後２時００分 

 イ 場所 

   さいたま市浦和区常盤６丁目１番２８号 さいたま市消防局５階 警防本部室 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

  さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は、これを無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６丁目１番２８号 

さいたま市消防局警防部警防課 

電話 ０４８（８３３）７３９４ 

８ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額（月額）に月数（６０ヶ月）を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。 

ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

  否 

９ その他 

  契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 
http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

さいたま市告示第７０８号 

さいたま市の発注する「道路修繕工事（Ｒ３一般国道１２２号）その２」ほか６件の一般競争入札

について、次のとおり公告する。 

令和３年４月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任で配置する技術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であるこ

と。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 



 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び監

理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技

術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事



 

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 



 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし



 

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 



 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参加資格業者

実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。 

契約整理番号 ０３－４４６５－３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（Ｒ３一般国道１２２号）その２ 
工事場所 さいたま市緑区大字大門地内 
履行期間 契約確定の日から令和３年１１月３０日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 170.0m 幅員 8.0m～13.0m 舗装工 路面切

削（切削深さ t＝5cm）339 ㎡ 切削オーバーレイ（切削深さ t＝12cm）1770 ㎡ 

基層（改質Ⅱ型粗粒度 As-20、t＝7cm）1770 ㎡ 表層 （改質Ⅱ型密粒度 As-

20、t＝5cm）943 ㎡ （改質Ⅲ型密粒度 As-20、t＝5cm）1170 ㎡ 区画線工一式 

交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和３年４月２８日（水）午前９時から 

令和３年５月 ６日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和３年５月 ７日（金）午前９時から 

令和３年５月１０日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和３年５月１１日（火）午後１時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 



 

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和３年４月１９日（月）から 

質問受付期間 令和３年４月１９日（月）午前９時から 
令和３年４月２７日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和３年５月６日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－８４０－６２２４ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０３－４４５６－３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路改良工事（市道Ｎ６００号線） 
工事場所 さいたま市緑区大字大崎地内 
履行期間 契約確定の日から令和３年１１月３０日まで 
概要 延長 230m 幅員 9.0m 道路土工 舗装工 車道 1360 ㎡ 歩道 395 ㎡ 排水構造

物工 街渠縦断管 179m 横断暗渠 22m U 形側溝 202m 街渠縦断管用集水桝 4 箇

所 集水桝 7 箇所 縁石工 歩車道境界ブロック 197m 地先境界ブロック 154m 

付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和３年４月２８日（水）午前９時から 

令和３年５月 ６日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和３年５月 ７日（金）午前９時から 

令和３年５月１０日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和３年５月１１日（火）午後１時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、西区又は北区に、本店を有して

いること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 
 

－ 



 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和３年４月１９日（月）から 

質問受付期間 令和３年４月１９日（月）午前９時から 
令和３年４月２７日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和３年５月６日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 
電話 ０４８－８４０－６２０６ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０３－４４５６－４ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 暮らしの道路整備工事（市道Ｏ１０２号線外１路線） 
工事場所 さいたま市緑区大字寺山地内 
履行期間 契約確定の日から令和３年９月３０日まで 
概要 延長 231m 幅員 4.0、4.5m 道路土工一式 排水構造物工 側溝工 プレキャス

ト U 形側溝 374m 管渠工 ボックス暗渠 6m 集水桝工 6 箇所 構造物撤去工一

式 舗装工一式 アスファルト舗装工 上層・下層路盤工 551 ㎡ 表層工 629 ㎡ 

附帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和３年４月２８日（水）午前９時から 

令和３年５月 ６日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和３年５月 ７日（金）午前９時から 

令和３年５月１０日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和３年５月１１日（火）午後１時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和３年４月１９日（月）から 

質問受付期間 令和３年４月１９日（月）午前９時から 
令和３年４月２７日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和３年５月６日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案



 

件である。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 
電話 ０４８－８４０－６２０６ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０３－４３５６－７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 １０８３橋外３橋補修工事 
工事場所 さいたま市見沼区大和田町１丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和３年１２月２８日まで 
概要 断面修復工 4 構造物 ひび割れ補修工 4 構造物 橋面防水工 364 ㎡ 舗装工 364

㎡ 剥落防止工 1590 ㎡ 目地材補修工 53m 区画線工一式 仮設工一式 

予定価格（税込） １２９，５２５，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和３年５月１１日（火）午前９時から 

令和３年５月１３日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和３年５月１４日（金）午前９時から 

令和３年５月１７日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和３年５月１８日（火）午後１時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和３年４月１９日（月）から 

質問受付期間 令和３年４月１９日（月）午前９時から 
令和３年５月１０日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和３年５月１３日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

契約整理番号 ０３－４３８４－１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 鴨川第２０処理分区下水道工事（北再－Ｒ２Ｈ－３０１） 
工事場所 さいたま市大宮区大成町３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和４年１月３１日まで 
概要 延長 605.5m 管きょ更生工（既設管径 800 ㎜）605.5m 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和３年５月１１日（火）午前９時から 

令和３年５月１３日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和３年５月１４日（金）午前９時から 

令和３年５月１７日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和３年５月１８日（火）午後１時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２３年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と

して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を

受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している

こと。 

(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工

事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日

を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明

する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和３年４月１９日（月）から 

質問受付期間 令和３年４月１９日（月）午前９時から 
令和３年５月１０日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和３年５月１３日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課 
電話 ０４８－６４６－３２５５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０３－４４８４－２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 南部第１０処理分区下水道工事（南再－Ｒ２Ｈ－４０２） 



 

工事場所 さいたま市南区根岸５丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和３年１２月２４日まで 
概要 耐震化工 管きょ更生工（既設管径φ250 ㎜）62m 耐震継手設置工（既設管径

φ200～1500 ㎜）78 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和３年５月１１日（火）午前９時から 

令和３年５月１３日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和３年５月１４日（金）午前９時から 

令和３年５月１７日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和３年５月１８日（火）午後１時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級又はＡ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２３年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と

して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を

受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している

こと。 

(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工

事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日

を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明

する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和３年４月１９日（月）から 

質問受付期間 令和３年４月１９日（月）午前９時から 
令和３年５月１０日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和３年５月１３日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２）」の対象案

件である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課 

電話 ０４８－８４０－６２５５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０３－４４５９－２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま鴻巣線バイパス道路照明工事（Ｒ２－２） 
工事場所 さいたま市桜区中島３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和４年２月２８日まで 
概要 照明柱 25 本 複合柱 6 本 車道灯具 31 台 歩道灯具 29 台 分電盤 2 面 



 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和３年５月１１日（火）午前９時から 

令和３年５月１３日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和３年５月１４日（金）午前９時から 

令和３年５月１７日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和３年５月１８日（火）午後２時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 電気工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和３年４月１９日（月）から 

質問受付期間 令和３年４月１９日（月）午前９時から 
令和３年５月１０日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和３年５月１３日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することができ

る。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路建設課 
電話 ０４８－８４０－６２１２ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 

  



 

さいたま市告示第７０９号 

 公募型プロポーザル方式の手続きの開始 

「Ｅ―ＫＩＺＵＮＡグローバルサミット」開催準備支援業務について、次のとおり、当該業務に関する

企画提案書の提出を招請します。 

令和３年４月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 企画提案書の招請に付する事項 

  件名 

「Ｅ―ＫＩＺＵＮＡグローバルサミット」開催準備支援業務 

   履行場所 

   さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

   業務概要 

   企画提案仕様書のとおり 

   履行期間 

   契約締結の日から令和４年３月３１日まで 

   予算の上限額 

   本プロポーザルの予算上限額は１９，４２２，７００円（消費税及び地方消費税を含む。）と

する。 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

  企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本招請日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「

名簿」という。）に、業務「イベント・催事」または「計画策定」で登載されている者である

こと。 

   次のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

ウ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並

びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協同組合にあっ

ては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本招請に参加していない

こと。 

   本招請日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参

加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する

契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措

置を受けている期間がない者であること。 

   平成２８年度から令和２年度において、国際的な会議等の類似業務の受託実績を有している者

であること。 



 

３ 企画提案に係る実施要領等の交付   

   交付方法   

   さいたま市ホームページからダウンロード（以下、「ホームページ」とはこのアドレスをいう。

） 

    https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p080843.html 

  交付期間 

   本招請日から令和３年５月７日（金）午後４時まで 

４ 参加意思の表明手続き 

  企画提案書の提出を希望する者は、参加申込及び参加資格確認審査（以下「確認審査」という。

）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、確認審査を受けていない

者は、参加する資格を有しない。 

   提出書類 

 ア 参加意思表明書 

 イ 企画提案実施要領に定める書類 

   提出期間 

   本招請日から令和３年５月７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで） 

   提出場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部未来都市推進部 

   担当 環境未来都市推進担当 電話 ０４８（８２９）１４５７ 

   提出方法 

   持参 

５ 質問の受付及び回答 

企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、次のとおり質問すること

ができる。 

   受付期間 

本招請日から令和３年５月７日（金）午後４時まで 

   受付方法 

 電子メールで受け付ける。詳細は実施要領による。 

  電子メールアドレス e-kizuna.project@city.saitama.lg.jp 

なお、電子メール以外の方法による質問には応じない。 

  質問に対する回答 

   令和３年５月１１日（火）までに、さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。 

６ 参加資格確認結果通知書の交付 

  確認審査終了後、参加資格確認結果通知書を、令和３年５月１０日（月）を目途に郵送する。 

７ 企画提案書等の提出 

   提出書類 

  ア 企画提案書（正本１部、副本２０部） 



 

  イ 見積書（１部） 

   提出期間 

   令和３年５月１１日（火）から令和３年５月２１日（金）まで（休日を除く午前９時から午後

４時まで） 

   提出場所 

   ４ に同じ 

   提出方法 

   持参 

   無効となる企画提案書 

   次の企画提案書は、無効とする。 

  ア ２に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 

  イ 虚偽の記載をした企画提案書 

  ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

  エ １ に示す額を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書 

  オ プレゼンテーションに参加しなかった者が提出した企画提案書 

８ プレゼンテーションの実施 

企画提案書を補完するため、プレゼンテーションを実施する。 

  実施日時及び場所    

令和３年５月２８日（金）実施予定。詳細は、参加資格確認結果通知書を交付した者に対し別

途通知するものとする。 

   実施方法 

  ア 出席者は３名以内とする。 

イ プレゼンテーション用資料を作成し、それを使用することは妨げない。ただし、企画提案書

に記載のない新たな提案に関する資料の使用は認めない。なお、パソコン等のプレゼンテーシ

ョンに必要な機材は、プレゼンテーションを行う者が準備すること。プロジェクター及びスク

リーン等は市が用意するものとする。 

９ 業者決定の方法 

業者の決定にあたっては、「Ｅ―ＫＩＺＵＮＡグローバルサミット」開催準備支援業務事業者選定

委員会において審査を行い決定する。なお、審査方法等詳細については実施要領を参照すること。 

１０ その他 

   最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受

けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

   この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

   提出された企画提案書等は、返却しない。 

   審査の結果は、各提案者に通知する。 

   詳細は、企画提案実施要領及び企画提案仕様書による。 

１１ 本招請に関する事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４  

さいたま市都市戦略本部未来都市推進部環境未来都市推進担当 



 

   電話  ０４８（８２９）１４５７ 

ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

  



 

さいたま市告示第７１０号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月１９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市西区大字三条町字井苅６５番２、６５番５、６６番２、６６番３ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 さいたま市西区大字三条町字井苅６５番地の２ 

有限会社 白井石油店 代表取締役 白井 啓之 

３ 許可番号 

 令 和 ３ 年 ４ 月 １ ５ 日 

 第変２Ｎ２０２００８５号  

４ 検査済証番号 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ ９ 日 

第完－Ｎ２０２００８５号  

  



 

さいたま市告示第７１１号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をしたので、同法

第５８条の１１の規定により告示する。 

令和３年４月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 特定子ども・子育て支援提供者の名称 

遠藤 巡 

２ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地 

（１）名称 

遠藤 巡 

（２）所在地 

（省略） 

３ 確認の年月日 

  令和３年３月１日 

４ 子ども・子育て支援施設等の種類 

  認可外保育施設 

５ 子ども・子育て支援法施行規則（平成２４年内閣府令第４４号）第２８条の１８第３項を満たし

ているか否かの別 

 ※法第 7 条第 10 項第 5 号に掲げる事業（認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の預かり保育）

の場合に限る。 

  



 

さいたま市告示第７１２号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の６第１項の規定による同法第３０条

の１１第１項の確認の辞退があったので、同法第５８条の１１の規定により別紙のとおり告示する。 

令和３年４月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

  



さ い た ま 市

名称

株式会社ＨＩＲＯＭ
Ｉ

のぞみ保育園 さいたま市見沼区 風渡野633-3 令和3年3月31日 認可外保育施設 ー

株式会社ＷＩＴＨ 保育所まぁむ大宮園２ さいたま市中央区 上落合8-1-20 令和3年3月31日 認可外保育施設 ー

株式会社オレンジプ
ラネット

フェアリーテイルほし さいたま市浦和区 常盤9-14-3 令和3年3月31日 認可外保育施設 ー

株式会社学研ココ
ファン・ナーサリー

ココファン・ナーサリー
レインボースクール

さいたま市北区 吉野町2-210-8 令和3年3月31日 認可外保育施設 ー

株式会社クレードル ゆりかご保育園 さいたま市大宮区 東町1-28-3 令和3年3月31日 認可外保育施設 ー

草間　ひとみ 草間　ひとみ （省略） 令和2年5月24日
認可外保育施設（居宅訪
問型）

ー

合同会社スマイル・
キッズ

こどものしろ保育園東口
園

さいたま市見沼区 東大宮5-6-2 令和3年3月31日 認可外保育施設 ー

株式会社鈴や商事
コスモス保育園　浦和け
やき園

さいたま市緑区 山崎1-10-20 令和2年8月31日 認可外保育施設 ー

田仲　徹夫 保育室チャイルドルーム さいたま市緑区 東浦和5-10-2 令和3年3月31日 認可外保育施設 ー

仲本　久美子 保育園プ・アン さいたま市浦和区 高砂2-11-14 令和3年3月31日 認可外保育施設 ー

株式会社ニコピース スキップ保育園 さいたま市大宮区 上小町1486-2 令和3年3月31日 認可外保育施設 ー

株式会社ハッピース
トーリー

ハッピーストーリーひな
た保育園本館

さいたま市大宮区 上小町264-1 令和3年3月31日 認可外保育施設 ー

橋本　みどり 橋本　みどり （省略） 令和3年3月29日
認可外保育施設（居宅訪
問型）

ー

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第５８条の６第１項の規定による同法第３０条の１１第１項の確認の辞退をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育て
支援提供者の名称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施設
等の種類

確認の辞退の年月
日

子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）

所在地※

※の欄は、個人が行う居宅訪問型事業は、プライバシー保護の観点から個人住所を非公開としております。
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さ い た ま 市

名称

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第５８条の６第１項の規定による同法第３０条の１１第１項の確認の辞退をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育て
支援提供者の名称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施設
等の種類

確認の辞退の年月
日

子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）

所在地※

※の欄は、個人が行う居宅訪問型事業は、プライバシー保護の観点から個人住所を非公開としております。

株式会社フォーマ
ザー

フォーマミー浦和美園駅
前保育園

さいたま市緑区
美園4-11-4
グレースタウンミソノ1階

令和2年3月31日 認可外保育施設 ー

有限会社ミルキー
ウェイ

保育園ミルキーウェイ与
野本町園

さいたま市中央区 本町東1-14-5 令和3年3月31日 認可外保育施設 ー

山田　朝華 山田　朝華 （省略） 令和3年3月11日
認可外保育施設（居宅訪
問型）

ー

株式会社ラボーロ 保育室ソーレ さいたま市大宮区 浅間町1-117 令和3年3月31日 認可外保育施設 ー
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さいたま市告示第７１３号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市西区大字飯田新田字前１０８番４、１１３番１０、１１５番１、 

１１５番５、１１６番６ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 （省略） 

３ 許可番号 

 令和２年 ８月２０日 

 第開－Ｎ２０２００６４号 

４ 検査済証番号 

 令和３年 ４月１９日 

 第完－Ｎ２０２００６４号 

  



 

さいたま市告示第７１４号 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 

令和３年４月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 

・ 市県民税（普通徴収） 督促状 

・ 市県民税（特別徴収） 督促状 

・ 固定資産税・都市計画税 督促状 

・ 国民健康保険税（普通徴収） 督促状 

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称 

  別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 

  送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 

  公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

   担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課 

   電話 ０４８（６４６）３０８１  

  



 

さいたま市告示第７１５号 

「農業振興地域の整備に関する法律」（昭和 44年法律第 58号）第 13条第１項の規定に基づき、

農業振興地域整備計画の変更を行ったので、同法第 13 条第４項で準用する同法第 12 条第１項の規

定に基づき公告するとともに、同条第２項の規定により当該計画書を次のとおり縦覧に供する。 

令和３年４月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 農用地利用計画の縦覧場所 

さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課 

２ 農用地利用計画の縦覧期間 

  令和３年４月２０日以降常時備え置いてあります。 

３ 連絡先 

担当 さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課 

電話 ０４８（８２９）１３７７ 

  



 

さいたま市告示第７１６号 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 

令和３年４月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 

・ 市県民税 督促状 

・ 固定資産課税・都市計画税 督促状 

・ 国民健康保険税 督促状 

・ 軽自動車税 督促状 

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称 

  督促状 

別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 

  送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 

  公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所 財政局 南部市税事務所 納税課 

  電話 ０４８（８２９）１７３２～１７３４ 

  



 

さいたま市告示第７１７号 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 

令和３年４月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 

・ 差押調書（謄本） 

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称 

別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 

  送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 

  公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所 財政局 南部市税事務所 納税課 

  電話 ０４８（８２９）１７３２～１７３４ 

  



 

さいたま市告示第７１８号 

さいたま市リーディングエッジ企業認証補助業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき告示する。 

令和３年４月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市リーディングエッジ企業認証補助業務 

  履行場所 

さいたま市内 

  業務概要 

仕様書の通り 

  履行期間 

契約日から令和４年３月２５日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

に業務「その他の検査･測定･調査」で登載されていること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

  過去２年の間に国又は地方自治体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたっ

て締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４  

さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課 

担当 新産業育成係 電話 ０４８（８２９）１３７１ 

  交付期間 

令和３年４月２０日（火）から令和３年４月２６日（月）まで（さいたま市の休日を定める条



 

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで。ただし、交付最終日は午前９時か

ら正午までとする。） 

  交付費用 

無償 

  交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たしている者は、入札参加申込み及び入札参加資格

の確認審査（以下、「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。 

  提出書類 

入札説明書に定める書類 

  受付期間 

令和３年４月２０日（火）から令和３年４月２６日（月）まで（休日を除く午前９時から正午

まで及び午後１時から午後４時まで） 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

ア 持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により受付期間必着とす

る。） 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４  

さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

競争入札参加申込み及び参加資格確認の申請を行った者に対し確認審査終了後、競争入札参加資

格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付日時 

令和３年４月２８日（水）午後１時から午後４時まで 

  交付場所 

３ に同じ 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において、本市で封入封緘以外の作業が発生しないよ

う整えた返信用封筒を添付し、郵送希望を申し出た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、入札に参加できないものとす

る。 

  本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき 

  競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき 

７ 入札手続等 



 

  入札方法 

総価で行う。入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めて見積もること。なお、落札決定

に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもっ

て落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時  

令和３年５月１１日（火）１０時００分 

イ 場所  

さいたま市浦和区常盤６－４－４ ときわ会館３階 第２会議室 

  開札の日時及び場所 

ア 日時  

令和３年５月１１日（火）入札終了後、直ちに行う 

イ 場所  

７ イに同じ 

  入札保証金 

ア 見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、本入札において入札保証金の

免除を希望する者は、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規

定に該当する資料（完了検査結果通知等の写し等）と入札保証金免除申請書を提出すること。 

イ 免除の可否についての審査が終了したときは、その結果を５の通知と合わせて申請者に通知

する。 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、入札価格が同値の場合

は、当該者のくじ引きによって落札者を定める。この場合において、当該入札参加者等は、くじ

を引くことを辞退することができない。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は、これを無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

さいたま市経済局商工観光部経済政策課 

電話 ０４８（８２９）１３６３ 

  業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課 

電話 ０４８（８２９）１３７１ 

８ 契約手続等 

  契約保証金 



 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただしさいたま市契約規則第３０条の規定に

該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

９ その他 

  この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  契約条項等は、さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は入札説明書による。 

  



さいたま市告示第７１９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和３年４月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人     

１ 名称 

 ・ 東浦和６丁目自治会 

２ 変更した事項 

  代表者の氏名及び住所 （省略） 

  認可地縁団体の主たる事務所の所在地 （省略） 

３ 変更年月日  

 ・ 令和３年４月４日 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市緑区役所区民生活部コミュニティ課地域活動係 

  電話 ０４８（７１２）１１３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

さいたま市告示第７２０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和３年４月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名称 

 ・ 道祖土むつみ会 

２ 変更した事項 

   代表者の氏名及び住所 （省略） 

   認可地縁団体の主たる事務所の所在地 （省略） 

３ 変更年月日  

 ・ 令和３年４月１日 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市緑区役所区民生活部コミュニティ課地域活動係 

  電話 ０４８（７１２）１１３１ 

  



 

さいたま市告示第７２１号 

さいたま市地域経済動向調査業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年４月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市地域経済動向調査業務 

  履行場所 

さいたま市内 

  業務概要 

入札説明書のとおり 

  履行期間 

契約締結日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「市場調査」で登載されている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

   本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 

   入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

   入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所５階 経済局商工観光部経済政策課 

担当 総務係 電話 ０４８（８２９）１３６３ 

  交付期間 

告示の日から令和３年４月３０日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ



 

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３

０分から午後５時１５分まで） 

  交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

告示の日から令和３年４月３０日（金）まで（休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分

まで） 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

令和３年５月６日（木）から５月７日（金）まで 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月１１日（火）午前１０時２０分 

イ 場所 



 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階 第２会議室 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月１１日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ 

   最低制限価格 

   設定しない。 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局商工観光部経済政策課 

電話 ０４８（８２９）１３６３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

８ その他 

  提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

  この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

さいたま市告示第７２２号 

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第８条第２項の規定に基づき住民等から提出さ

れた意見の概要を、同条第３項の規定により次のとおり公告します。 

令和３年４月２１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称  （仮称）ニトリさいたま中央店 

所在地 さいたま市中央区鈴谷四丁目７００ 外 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  名称 株式会社ニトリ 

代表者氏名 代表取締役 似鳥 昭雄 

住所 北海道札幌市北区新琴似七条一丁目２番３９号 

３ 意見の概要 

  意見の対象となる生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見 

 ア 開店後に発生する搬出入車両等の大型車両に対する安全対策の徹底について 

 イ 通勤、通学時間帯における歩行者、自転車に対する安全対策の徹底について 

４ 意見書提出年月日 

  令和３年４月７日 

５ 意見書の縦覧期間 

 令和３年４月２１日から令和３年５月２１日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

６ 意見書の縦覧場所 

  さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

電話 ０４８（８２９）１３６４ 

FAX ０４８（８２９）１９４４ 

  中央区役所区民生活部総務課 

住所 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

電話 ０４８（８４０）６０１３ 

FAX ０４８（８４０）６１６０ 

  



 

さいたま市告示第７２３号 

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第８条第２項の規定に基づき住民等から提出さ

れた意見の概要を、同条第３項の規定により次のとおり公告します。 

令和３年４月２１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称  （仮称）ニトリさいたま中央店 

所在地 さいたま市中央区鈴谷四丁目７００ 外 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  名称 株式会社ニトリ 

代表者氏名 代表取締役 似鳥 昭雄 

住所 北海道札幌市北区新琴似七条一丁目２番３９号 

３ 意見の概要 

  意見の対象となる生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見 

 ア 交通量調査時における調査員の業務対応について 

 イ 開店後の交差点需要率及び車線混雑度について 

 ウ 来退店経路の設定について 

 エ 駐車場の位置及び駐車場出入口等の構造について 

 オ 駐車需要の充足について 

 カ 荷さばき施設の位置について 

 キ 当該店舗周辺地域住民への適切な周知について 

４ 意見書提出年月日 

  令和３年４月１２日 

５ 意見書の縦覧期間 

 令和３年４月２１日から令和３年５月２１日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

６ 意見書の縦覧場所 

  さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

電話 ０４８（８２９）１３６４ 

FAX ０４８（８２９）１９４４ 

  中央区役所区民生活部総務課 

住所 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

電話 ０４８（８４０）６０１３ 

FAX ０４８（８４０）６１６０ 

  



 

さいたま市告示第７２４号 

街区表示板設置業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年４月２１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

街区表示板設置業務 

  履行場所 

さいたま市内 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

契約締結の日から令和４年３月１１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「名簿」

という。）（物品納入等）に種目「広告・装飾」内の営業種目「標示板・標識・門標」又は名簿

（業務委託）に業務「保守点検」の受注希望業務「その他の保守点検」で登載され、かつ、さい

たま市内に本店、支店又は営業所を設置している者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

  平成２３年４月１日以降に、年間５００枚以上の街区表示板を作成及び設置する契約を締結し、

確実に履行した実績を有している者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

担当 斉藤、井上、山本 電話 ０４８（８２９）１８３３ 

  交付期間 

告示の日から令和３年５月２０日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ



 

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

  交付費用 

無償 

  交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

   その他 

   郵送又は電子メールによる交付を希望する者は、 の期間内に、 の電話番号に連絡すること。 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

郵送又は持参 

   郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年５月２０日（木）必着。 

  イ 送付先 

    〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付方法 

全て郵送とする。 

  交付日 

令和３年５月２７日（木）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 



 

ア 日時 

令和３年６月２日（水）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年６月２日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ 

  最低制限価格 

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

電話 ０４８（８２９）１８３３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９２ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

８ その他 

  契約条項等は、さいたま市市民局区政推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

さいたま市告示第７２５号 

さいたま市町名地番整理等業務（風渡野南地区）について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。 

令和３年４月２１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市町名地番整理等業務（風渡野南地区） 

  履行場所 

受託者事務所外 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

契約締結日から令和４年３月１８日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・

測量）（以下「名簿」という。）に業務「建設コンサルタント」の業務分類「開発事業」で登載

されている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成

１３年さいたま市制定）若しくはさいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱（平

成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力

団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている

期間がない者であること。 

  一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定を受けている者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

担当 斉藤、井上、山本 電話 ０４８（８２９）１８３３ 

  交付期間 



 

告示の日から令和３年５月２０日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

  交付費用 

無償 

  交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付方法 

全て郵送とする。 

  交付日 

令和３年５月２７日（木）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年６月２日（水）午後３時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３



 

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年６月２日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ 

  最低制限価格 

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

電話 ０４８（８２９）１８３３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９２ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

８ その他 

  契約条項等は、さいたま市市民局区政推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

さいたま市告示第７２６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月２１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市桜区大字大久保領家字道場４１６番２、４１６番６、４１６番７、４１６番８、４１

６番９、４１６番１０、４１６番１１、４１６番１２、４１６番１３ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

越谷市南越谷一丁目２１番地２ 

株式会社中央住宅 代表取締役 品川典久 

３ 許可番号 

 令和３年２月１６日 

 第 開‐Ｓ２０２００８５ 号 

４ 検査済証番号 

 令和３年４月２０日 

 第 完‐Ｓ２０２００８５ 号 

  



 

さいたま市告示第７２７号 

 令和３年４月５日さいたま市告示第６３３号において公告した一般競争入札について、次のとおり中止

したので、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第１４条第２項の規定により公示

する。 

令和３年４月２１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 中止とした一般競争入札 

   契約整理番号 ０３－３１６８－１ 

   工事名 北与野駅北口地下駐車場地下２階機械式駐車設備改修工事 

   工事場所 さいたま市中央区上落合２丁目３番１０号 

２ 中止とした理由 

  設計図書に見直しの必要が生じたため。 

  



 

さいたま市告示第７２８号 

令和３年４月１６日付けさいたま市告示第６９６号について、次のように訂正する。 

令和３年４月２１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

正 誤 
２ 変更した事項 １ 変更した事項 

  代表者 （省略） 

  住 所 （省略）      

  主たる事務所 （省略） 

 

   代表者 （省略） 

   住 所 （省略）     

 

  



 

さいたま市告示第７２９号 

さいたま市食品ロス削減啓発動画制作業務について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施します。

つきましては、次のとおり企画提案書の提出を招請します。 

令和３年４月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 企画提案書の招請に付する事項 

  件名 

   さいたま市食品ロス削減啓発動画制作業務 

  履行場所 

   さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号外 

   業務概要 

  「さいたま市食品ロス削減啓発動画制作業務 要求水準書」のとおり（以下、「要求水準書」

という。） 

   履行期間 

   契約締結日から令和４年３月２５日まで 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

   企画提案書を提出しようとする者は、次の要件を満たしていなければならない。 

   令和３年４月２２日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委

託）に、業務「製作等」で登載されている者であること 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を

受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さい

たま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

ウ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合

並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協同組合に

あっては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本件に参加してい

ないこと 

  令和３年４月２２日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業

務業者入札参加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいた

ま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による

入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 

  ３ 応募書類等の交付 

   交付方法 

   さいたま市ＷＥＢサイトからダウンロードできる（以下、「ＷＥＢサイト」とはこのページを

指す。）。 

【トップページ】→【事業者向けの情報】→【届出・手続き】→【入札・契約】→ 

【プロポーザル方式】→【さいたま市食品ロス削減啓発動画制作業務 企画提案の募集につい



 

て】 

   交付資料 

ア 実施要領 

イ 要求水準書 

ウ 参加意思表明書（様式１） 

エ 質問書（様式２） 

オ 企画提案書（様式３） 

カ 類似業務実績報告書（様式４） 

４ 説明会 

   本件に関する説明会は開催しない。 

   本件の内容に関する質問がある場合は、「６ 質問及び回答」のとおり質問することができる。 

５ 参加意思の表明 

  企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり参加意思の表明手続きを行うこと。 

   提出書類 

   参加意思表明書（様式１） 

   提出期間 

   令和３年４月２２日（木）から令和３年５月１０日（月）まで（休日を除く午前９時から正午

まで及び午後１時から午後４時まで） 

   提出先 

さいたま市 環境局 資源循環推進部 資源循環政策課 政策推進係 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４（さいたま市役所 7 階） 

   提出方法 

   持参または郵送とします。 

６ 質問及び回答 

企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり質問することができる。 

   提出書類 

   質問書（様式２） 

   提出期間 

   令和３年４月２２日（木）から令和３年４月３０日（金）まで（休日を除く午前９時から正午

まで及び午後１時から午後４時まで） 

   提出方法 

さいたま市食品ロス削減啓発動画制作業務企画提案実施要領（以下、「企画提案実施要領」と

いう。）に記載の手順を遵守の上、電子メールにて提出。なお、電子メール以外の方法による質

問には応じない。 

  提出先 

さいたま市 環境局 資源循環推進部 資源循環政策課 政策推進係 

 メールアドレス：shigen-junkan@city.saitama.lg.jp 

   質問に対する回答 

   令和３年５月７日（金）までにＷＥＢサイトに掲載する。 



 

７ 企画提案書等の提出 

   提出書類 

「企画提案実施要領」に定める。 

   提出期間 

   令和３年５月１７日（月）から令和３年５月２７日（木）まで（休日を除く午前９時から正午

まで及び午後１時から午後４時まで） 

   提出先 

   さいたま市 環境局 資源循環推進部 資源循環政策課 政策推進係 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４（さいたま市役所 7 階） 

   提出方法 

   持参または郵送とします。 

８ 審査・選定 

  審査方法及び審査基準 

企画提案書等の内容について、企画審査委員会による審査を行う。審査基準については、「企

画提案実施要領」に記載する。 

  優先交渉権者の決定 

提案内容が本市の要求を満たしている企画提案書について、評価を行い、最優秀提案者を優先

交渉権者とする。 

  審査結果の通知 

ア 通知日 

  令和３年６月初旬に通知予定 

イ 通知方法 

郵送により各提案者に送付する。 

９ その他 

  本件への参加にあたっては、必ず「企画提案実施要領」及び「要求水準書」を確認すること。 

１０ 連絡先 

さいたま市環境局資源循環推進部資源循環政策課政策推進係 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号（さいたま市役所７階） 

   電 話  ０４８（８２９）１３３８ 

   Ｅ－mail shigen-junkan@city.saitama.lg.jp 

  



 

さいたま市告示第７３０号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市西区大字水判土字高田１９８番４､１９８番１５､１９８番１６､１９８番１７､ 

２１６番８､２１６番９､２２０番６､２２０番７､２２１番５､２２３番２､２２３番５､ 

２２８番１､２２８番３ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

さいたま市大宮区櫛引町一丁目 455 番地 

理光建設株式会社  

代表取締役 大谷 博 

埼玉県白岡市西九丁目 7 番 5 

株式会社 みどり土地建物  

代表取締役 黒須 俊光 

３ 許可番号 

 令 和 ３ 年 ３ 月 １ ５ 日 

 第変‐Ｎ２０２００８３号 

４ 検査済証番号 

令 和 ３ 年 ４ 月 ２ １ 日 

 第完‐Ｎ２０２００８３号 

  



 

 

さいたま市告示第７３１号 

公募型プロポーザル方式の手続きの開始  

さいたま市新型コロナウイルス感染症経済対策の経済効果調査業務について、次のとおり、当該業

務に関する企画提案書の提出を招請します。 

令和３年４月２２日 

さいたま市長 清水 勇人 

１ 企画提案書の招請に付する事項 

  件名 

さいたま市新型コロナウイルス感染症経済対策の経済効果調査業務 

  履行場所 

さいたま市内外 

  業務概要 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和２年度にさいたま市が実施した経済対策について、

市内における経済効果を算出・調査するもの。 

  履行期間 

契約締結日から令和３年１２月２８日まで 

  予算の上限額 

本プロポーザルの予算上限額は４，９８３，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本招請日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に、業務

「その他の検査・測定・調査」で登載されている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

ウ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並

びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協同組合にあっ

ては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本招請に参加していない

こと。 

  本招請日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参

加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下、「入札参加停止」と

いう。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま

市制定）による入札参加除外の措置（以下、「入札参加除外」という。）を受けている期間がない

者であること。 

３ 企画提案に係る実施要領等の交付 

 



 

  交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 

【トップページ】→【事業者向けの情報】→【届出・手続き】→【入札・契約】→ 

【プロポーザル方式】→【さいたま市新型コロナウイルス感染症経済対策の経済効果調査業

務 企画提案の募集について】 

  交付期間 

本招請日から令和３年５月１３日（木）まで（午前９時から正午まで及び午後１時から午後４

時まで） 

４ 参加意思の表明手続き  

企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思の表明手続きを行うこと。 

  提出書類 

参加意思表明書 １部 

  提出期間 

本招請日から令和３年５月１３日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９

時から正午まで及び午後１時から午後４時まで） 

  提出場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局商工観光部経済政策課 

担当 総務係 電話 ０４８（８２９）１３６３ 

  提出方法 

持参又は書留郵便（簡易書留郵便を含む。）による郵送により受付期間必着とする。 

５ 質問の受付及び回答 

企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、書面により次のとおり

質問することができる。 

  受付期間 

令和３年４月２２日（木）から令和３年４月３０日（金）まで（午前９時から正午まで及び午後１

時から午後４時まで） 

  受付方法 

ア 電子メールで受け付ける。 

メールアドレス keizai-seisaku@city.saitama.lg.jp 

イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。  

ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先 

４ に同じ 

  質問に対する回答予定日 

令和３年５月７日（金）までに行う。 

  回答方法 

さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。 

【トップページ】→【事業者向けの情報】→【届出・手続き】→【入札・契約】→ 

【プロポーザル方式】→【さいたま市新型コロナウイルス感染症経済対策の経済効果調査業



 

務 企画提案の募集について】 

６ 企画提案書等の提出 

  提出書類  

ア 企画提案書（７部） 

イ 見積書 

  提出期間 

本招請日から令和３年５月１３日（木）まで（休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時

から午後４時まで） 

  提出場所 

４ に同じ 

  提出方法 

持参又は書留郵便（簡易書留郵便を含む）による郵送 

  無効となる企画提案書 

次の企画提案書は、無効とする。  

ア ２に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 

イ 虚偽の記載をした企画提案書 

ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

エ 見積金額が要求水準書に記載されている予算の上限額を超えている企画提案書 

７ 業者決定の方法  

業者の決定にあたっては、さいたま市新型コロナウイルス感染症経済対策の経済効果調査業務受

託事業者選定委員会において書類審査を行い決定する。なお、審査方法等詳細については、実施

要領を参照すること。 

８ その他  

  最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受

けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

  本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とすること。 

  この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

  提出された企画提案書等は、返却しない。 

  企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容を除き、公表する。 

  詳細は、実施要領による。 

９ 連絡先  

さいたま市浦和区常盤６－４－４  

さいたま市経済局商工観光部経済政策課総務係  

電話  ０４８（８２９）１３６３ 

ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

  



 

さいたま市告示第７３２号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 

令和３年４月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 申請者 

  住所 東京都杉並区西荻北二丁目１番１１号 

  氏名 株式会社三栄建築設計 代表取締役 小池 信三 

２ 位置指定道路の概要 

  道路の位置 さいたま市大宮区天沼町二丁目６６９番７ 

  指定の年月日 令和３年４月２１日 

  指定の番号 第北２１－００２号 

   道路の幅員 ４．００ｍ 

   道路の延長 ２０．６２ｍ 

  



 

さいたま市告示第７３３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市浦和区元町一丁目２４８番３、２４９番１、２４９番２ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

（省略） 

３ 許可番号 

令和３年４月８日 

第 変‐Ｓ２０２００１１ 号 

４ 検査済証番号 

令和３年４月２２日 

 第 完‐Ｓ２０２００１１ 号 

  



 

さいたま市告示第７３４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市浦和区元町一丁目２５１番１、２５２番１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

（省略） 

３ 許可番号 

令和３年４月８日 

第 変‐Ｓ２０２００１２ 号 

４ 検査済証番号 

令和３年４月２２日 

 第 完‐Ｓ２０２００１２ 号 

  



 

さいたま市告示第７３５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市緑区大字大門字野原４９１５番６８、４９１５番１０５、さいたま市岩槻区大字釣上

新田字川原５８１番２７ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

（省略） 

３ 許可番号 

令和２年９月１６日 

第 開‐Ｓ２０２００４１ 号 

４ 検査済証番号 

令和３年４月２２日 

 第 完‐Ｓ２０２００４１ 号 

  



 

さいたま市告示第７３６号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の 2 第１項の規定に基づき認可した「地縁による団

体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条の 2 第 10 項の規定に基

づき、次のとおり告示する。 

令和３年４月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名 称 

  生協大谷自治会 

２ 変更した事項 

  代表者 （省略） 

  住 所 （省略） 

３ 変更年月日 

   令和３年４月１０日 

  



 

さいたま市告示第７３７号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の 2 第１項の規定に基づき認可した「地縁による団

体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条の 2 第 10 項の規定に基

づき、次のとおり告示する。 

令和３年４月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名 称 

  はる野４丁目北自治会 

２ 変更した事項 

  代表者 （省略） 

  住 所 （省略） 

３ 変更年月日 

   令和３年４月１７日 

  



 

さいたま市告示第７３８号 

さいたま市保育関連ＡＩチャットボットシステム事業について、公募型プロポーザル方式の手続き

を実施します。つきましては、次のとおり当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。 

令和３年４月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 企画提案書の招請に付する事項 

  件名 

さいたま市保育関連ＡＩチャットボットシステム事業 

  利用場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

  事業概要 

保育に関連したＡＩチャットボットシステムサービスの利用 

  サービス利用開始日 

令和３年９月１日 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

  過去２年の間に、官公庁又は地方公共団体に対して、ＡＩチャットボットシステムのサービ

スを提供した実績を２件以上（実証実験等の継続性のないものを除く）有し、かつ令和３年４月

１日現在も継続してサービスを提供している者であること。 

３ 企画提案招請説明書等の貸与 

企画提案書の提出を希望する者で、２ の要件を満たす者に対し、企画提案招請説明書（以下「

説明書」という。）等の資料を貸与するものとする。 

  貸与場所 

さいたま市浦和区常盤６－４―４ さいたま市子ども未来局幼児未来部幼児政策課 

担当 施設支援係 電話 ０４８（８２９）１８５９ 

  貸与期間 

本告示日から令和３年５月２７日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで。） 

  貸与費用 

無償 

  貸与方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

  説明書等の返却 



 

交付した説明書等は、企画提案書提案会時に返却すること。また、見積辞退及び参加申込兼資

格確認申請書を提出しないことが決まった場合は、速やかに返却すること。 

  説明書等の取り扱い 

貸与した説明書等は、企画提案及び見積りに係る検討以外の目的で使用してはならない。また、

様式以外の資料は複製をしてはならない。 

４ 参加申込兼資格確認申請書の提出 

企画提案書の提出を希望する者は、参加申込及び参加資格の確認審査（以下「確認審査」とい

う。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、企画提案書提出日

において確認審査を受けていない者は、企画提案会に参加できない。 

  提出書類 

ア 参加申込兼資格確認申請書 

イ ２ の経験を証する書類 １部 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

令和３年５月２８日（金）午前９時から午後４時まで 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 企画提案書の提出 

  提出書類 

企画提案書 原本１部 写し１０部 

  受付期間 

令和３年５月３１日（月）から令和３年６月３日（木）まで（休日を除く午前９時から午後

４時まで。） 

  受付場所 

３ に同じ 

  企画提案書の提出ができる者 

参加資格確認結果通知書により参加資格有と認められた者のみ、提出することができる。 

７ 企画提案書提案会 

企画提案書の提出者は、企画提案書提案会において、提案内容の説明をすること。 



 

  企画提案書提案会の実施予定日 

令和３年６月８日（火） 

詳細な時間及び場所については、参加者数の確定後に通知する。 

８ 企画提案書の特定に関する事項 

  評価方法 

企画提案書の内容及び企画提案書提案会の内容（質疑応答を含む。）について、選定委員会に

おいて、選定委員が評価を行う。 

  優先交渉権者の選定 

選定委員会の後、優先交渉権者を選定する。 

９ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

否 

  議決の要否 

否 

１０ その他 

  本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  この企画提案書の招請手続きに係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

  提出された企画提案書は、業者選定の結果不採用となった提案者より明示的な希望があった場

合のみ返却する。 

  契約条項等は、さいたま市子ども未来局幼児未来部幼児政策課及びホームページにおいて閲覧

できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、説明書等による。 

  



 

さいたま市告示第７３９号 

公募型プロポーザル方式の手続きの開始  

さいたま市西区役所改修基本計画検討業務について、次のとおり、当該業務に関する企画提案書の

提出を招請します。 

令和３年４月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 企画提案書の招請に付する事項 

   件名 

さいたま市西区役所改修基本計画検討業務 

   履行場所 

さいたま市西区西大宮３丁目４番地２ 

   業務概要 

さいたま市西区役所の中規模修繕工事にあたり、改修内容や区役所の特性を踏まえた工事期間

中の区役所運営等について調査・検討を行い、改修基本計画の作成を行うもの。 

   履行期間 

契約締結日から令和４年３月１６日まで 

   予算の上限額 

本プロポーザルの予算上限額は２４，７５８，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）と

する。 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

   本招請日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に、業

務「その他の計画策定」で登載されている者であること。 

   次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

ウ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並

びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協同組合にあっ

ては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本招請に参加していない

こと。 

   本招請日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札

参加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下、「入札参加停

止」という。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３

年さいたま市制定）による入札参加除外の措置（以下、「入札参加除外」という。）を受けて

いる期間がない者であること。 

   会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者



 

でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

   民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 企画提案に係る実施要領等の交付 

   交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p080990.html 

   交付期間 

本招請日から令和３年５月２８日（金）午後１時まで 

４ 質問の受付及び回答 

企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、書面により次のとおり

質問することができる。 

   受付期間 

令和３年４月２３日（金）から令和３年５月１４日（金）午後４時まで 

   受付方法 

ア 電子メールでのみ受け付ける。詳細は実施要領による。 

メールアドレス nishiku-somu@city.saitama.lg.jp 

イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。  

ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先 

さいたま市西区西大宮３丁目４番地２ さいたま市西区役所区民生活部総務課 

担当 防災・総務係 渡辺・髙倉  電話０４８－６２０－２６１３ 

   質問に対する回答予定日 

令和３年５月１８日（火）午後１時までに下記の方法にて行う。 

   回答方法 

さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p080990.html 

５ 企画提案書等の提出 

   提出書類 

ア 参加意思表明書 

イ 企画提案書（９部） 

ウ 見積書 

   提出期間 

本招請日から令和３年５月２８日（金）午後１時まで（休日を除く午前９時から正午まで及び

午後１時から午後４時まで。なお最終日のみ午後１時までとする。） 

   提出場所 

４ ウに同じ 

   提出方法 

持参 

   無効となる企画提案書 



 

次の企画提案書は、無効とする。  

ア ２に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 

イ 虚偽の記載をした企画提案書 

ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

エ １ に示す額を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書 

オ ヒアリング審査に参加しなかった者が提出した企画提案書 

６ 業者決定の方法  

業者の決定にあたっては、さいたま市西区役所改修基本計画検討業務事業者選定委員会にお

いて審査を行い決定する。なお、審査方法等詳細については、実施要項を参照すること。 

７ その他  

   最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を

受けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

   本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とすること。 

   この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

   提出された企画提案書等は、返却しない。 

   企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容及びヒアリング審査を除き、公表する。 

   詳細は、実施要領による。 

８ 連絡先  

さいたま市西区西大宮３丁目４番地２  

さいたま市西区役所区民生活部総務課  

電話  ０４８（６２０）２６１３ 

ＦＡＸ ０４８（６２０）２６７０ 

  



 

さいたま市告示第７４０号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 

令和３年４月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 申請者 

  住所 東京都西東京市東伏見三丁目 6 番１９号 

  氏名 タクトホーム株式会社 代表取締役 小寺 一裕 

２ 位置指定道路の概要 

  道路の位置 さいたま市南区大字円正寺字山崎１９１番５、１９２番４、１９３番２ 

  指定の年月日 令和３年４月２３日 

  指定の番号 第南２１－００４号 

  道路の幅員 ４．５０ｍ 

   道路の延長 ２７．００ｍ 

  



（省略）



 

さいたま市告示第７４２号 

さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。 

令和３年４月２３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管理由 

 さいたま市自転車等放置防止条例 

２ 保管開始年月日 

 令和３年 ４月１６日 

３ 保管場所及び放置箇所 

  新開自転車保管所 

  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域 

  吉野原自転車保管所 

  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、 

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心 

駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車 

  大戸自転車保管所 

  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都 

 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域 

  岩槻自転車保管所 

  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域 

４ 保管自転車 

   別紙のとおり 

５ 保管台数 

    計 ６５台 

６ 連絡先 

  担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所 

  電話 ０４８（６５２）８８１２ 

  



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2021/04/13 東浦和駅 埼玉県警18-8450023 SSG367031           

2021/04/13 武蔵浦和駅 埼玉県警16-6010206 51D3583             

2021/04/13 武蔵浦和駅 埼玉県警19-190162087 SL18100341          

2021/04/15 南浦和駅東口 埼玉県警14-4473608 A14AG11380          

2021/04/15 南浦和駅東口 埼玉県警14-4032315 ME80018             

2021/04/15 南浦和駅西口 埼玉県警16-6242532 A16AB47745          

2021/04/15 南浦和駅西口 埼玉県警17-7372393 B5F82943            

2021/04/15 武蔵浦和駅 埼玉県警20-200154789 STSI F04924          

2021/04/15 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8014726 B7G53595            

2021/04/15 武蔵浦和駅 埼玉県警17-7236125 SQD048078           

2021/04/16 南浦和駅西口 埼玉県警15-5016420 A14AD37751          

2021/04/16 武蔵浦和駅 埼玉県警15-5540633 A15AH39737          

2021/04/16 西浦和駅 埼玉県警11-1111900 F110102567          

2021/04/16 西浦和駅 埼玉県警21-212060640 F21140926           
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2021/04/12 大宮駅東口 不明 S7B53449            

2021/04/12 大宮駅東口 埼玉県警17-7265993 T96BG386            

2021/04/12 大宮駅西口 埼玉県警19-193536662 A19AC48257          

2021/04/12 大宮駅西口 茨城県警察D240217 JH6A02863           

2021/04/13 大宮駅西口 埼玉県警16-6344960 V160309251          

2021/04/13 東大宮駅東口 埼玉県警18-8117987 H2E57685            

2021/04/13 東大宮駅東口 埼玉県警18-8117275 SSA304734           

2021/04/13 東大宮駅東口 埼玉県警13-3533181 T63FF901            

2021/04/13 指扇駅 警視庁F-79857 K9G12487            

2021/04/13 新都心駅東口 埼玉県警13-3402724 SHF23209            

2021/04/15 大宮駅東口 警視庁G-62566 B8C48093            

2021/04/15 大宮駅東口 埼玉県警19-191923944 V190302039          

2021/04/15 大宮駅東口 埼玉県警18-8383348 F180771142          

2021/04/15 大宮駅東口 埼玉県警15-5314838 G51G51036           

2021/04/15 大宮駅西口 埼玉県警16-6383376 S6H108156           

2021/04/15 大宮駅西口 千葉県警ｳ-296497 F80912987           

2021/04/15 宮原駅東口 埼玉県警21-210077596 GG0K57827           

2021/04/15 宮原駅西口 埼玉県警07-7237430 C47DC027            

2021/04/15 東大宮駅東口 埼玉県警18-8222972 SVLK03262           

2021/04/16 大宮駅東口 埼玉県警15-5407290 SPG005016           

2021/04/16 大宮駅東口 埼玉県警19-193771831 STF336962           

2021/04/16 大宮駅東口 埼玉県警08-8287153 KG60128             

2021/04/16 大宮駅西口 埼玉県警20-201685435 KAI 1142466          

2021/04/16 大宮駅西口 埼玉県警16-6424112 66C1350             

2021/04/16 日進駅 広島県警A-859094 SPB111299           

2021/04/16 日進駅 埼玉県警17-7511352 F170776654          
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2021/04/16 日進駅 埼玉県警18-8217631 SNK106185           
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2021/04/12 浦和駅東口 埼玉県警13-3075045 V120101011          

2021/04/12 北浦和駅西口 不明 ??70380188          

2021/04/12 北浦和駅西口 埼玉県警13-3279699 3N11939             

2021/04/12 中浦和駅 埼玉県警20-204574227 B0F47909            

2021/04/12 新都心駅西口 埼玉県警20-205254587 Y4B05121            

2021/04/13 浦和駅西口 埼玉県警16-6147246 A16AA05669          

2021/04/13 北浦和駅西口 埼玉県警18-8543930 F060612840          

2021/04/13 与野駅東口 埼玉県警15-5362974 LCN1003558          

2021/04/15 浦和駅東口 赤羽F-61709 G05G4021            

2021/04/15 浦和駅西口 埼玉県警20-204110352 A20AF01231          

2021/04/15 浦和駅西口 埼玉県警18-8495773 V180501047          

2021/04/15 北浦和駅東口 埼玉県警20-203715757 MD20032938          

2021/04/15 与野駅東口 埼玉県警20-202991998 SUD016145           

2021/04/15 北与野駅 埼玉県警20-204839395 ACG20G014619        

2021/04/15 北与野駅 埼玉県警17-7012080 T16C0701            

2021/04/15 北与野駅 埼玉県警14-4356273 SNI 058221           

2021/04/15 南与野駅 埼玉県警11-1046792 YT1011822           

2021/04/15 南与野駅 代々 木B-42724 LY17A00901          

2021/04/16 浦和駅西口 愛知県警15-ｱ-96800 JH5X04783           

2021/04/16 北浦和駅西口 埼玉県警16-6256364 JH6A07080           
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

岩槻自転車保管所

2021/04/12 岩槻駅 不明 F101058462          

2021/04/15 岩槻駅 埼玉県警20-200487028 S9A47134            

2021/04/16 浦和美園駅 埼玉県警20-202450679 GC9K18671           

2021/04/16 岩槻駅 埼玉県警18-8132291 S7L017896           

合計： 65台

2021/04/19 5/5 ページ



 

さいたま市告示第７４３号 

さいたま市インターネット市民意識調査業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。 

令和３年４月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市インターネット市民意識調査業務 

  履行場所 

さいたま市市長公室広聴課外 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

契約締結の日から令和４年３月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「検査・測定・調査」の受注希望業務「市場調査」又は「世論調

査」で登載されている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

  過去２年の間、国又は地方公共団体と同種の調査業務の契約を締結し、誠実に履行した実績を

２件以上有し、かつ、国、地方公共団体又は民間企業を問わず、Ｗｅｂ法のアンケート調査業務

の契約を締結し、誠実に履行した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市ホームページからダウンロード 

   https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p080698.html 

  交付期間 



 

告示の日から令和３年５月１４日（金）まで 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広聴課 

  提出方法 

郵送 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付方法 

全て郵送とする。 

  交付日 

令和３年５月２０日（木）を目途に郵送する。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

  本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

  競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

  入札方法 

ア 郵送による提出とする。 

イ 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 

  入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年５月２５日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

  〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書課 

  入札保証金 



 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月２７日（木）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所本庁舎地下１階第２会議室 

  最低制限価格 

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条及びさいたま市業務委託郵便入札執行要領第８条の規定に該当す

る入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書課 

電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５ 

  業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広聴課 

電話 ０４８（８２９）１９３１ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５ 

８ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

９ その他 

   提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

   入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。 

  契約条項等は、さいたま市市長公室広聴課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

さいたま市告示第７４４号 

さいたま市中学校ＩＣＴ支援員委託業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。 

令和３年４月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市中学校ＩＣＴ支援員委託業務 

  履行場所 

さいたま市浦和区針ヶ谷４－１－９ さいたま市立常盤中学校外 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

令和３年９月１日から令和４年８月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」又は「その他」で登載さ

れている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

  情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥＣ２７０

０１）の認定を受けている者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会事務局学校教育部教育研究所 

担当 ＩＣＴ教育推進係 電話 ０４８（８３６）１７１３ 

  交付期間 

告示の日から令和３年５月２０日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ



 

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

  交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

  交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

令和３年６月３日（木）午前９時から午後４時まで 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年６月１６日（水）午前９時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 



 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年６月１６日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ 

  最低制限価格 

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課 

電話 ０４８（８２９）１６４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

  業務を担当する課 

さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会事務局学校教育部教育研究所 

電話 ０４８（８３６）１７１３ ＦＡＸ ０４８（８３８）０８８８ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否  

要 

  議決の要否 

否 

８ その他 

  この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部教育研究所及びホームページにおいて

閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

さいたま市告示第７４５号 

さいたま市の発注する「岩槻区役所府内別館予防保全・新療育センター整備工事基本・実施設計業

務」の一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和３年４月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。

）を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 



 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札



 

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、業務ごとに別に定める。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 



 

８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。 

(8) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 

契約整理番号 ０３－７２５３－１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 岩槻区役所府内別館予防保全・新療育センター整備工事基本・実施設計業務 
業務場所 さいたま市岩槻区府内１丁目８番１号 
履行期間 契約確定の日から令和４年６月１０日まで 
概要 延べ面積 2024.76 ㎡ ＲＣ造 地上２階建て 建築設計（基本設計、実施設計） 

設備設計（基本設計、実施設計） 
予定価格（税込） １８，４１１，８００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和３年５月１１日（火）午前９時から 

令和３年５月１３日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和３年５月１４日（金）午前９時から 

令和３年５月１７日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和３年５月１８日（火）午後２時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業務 建築関連コンサルタント／医療及び社会福祉施設 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 
 

－ 



 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和３年４月２６日（月）から 

質問受付期間 令和３年４月２６日（月）午前９時から 
令和３年５月１０日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和３年５月１３日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部保全管理課 

電話 ０４８－８２９－１５１０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 

  



 

さいたま市告示第７４６号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市見沼区大字膝子字芝宮４５番４ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 川口市里１７７０番地 

株式会社 オートレント 

代表取締役 上野 拓也 

３ 許可番号 

 令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ６ 日 

 第変－Ｎ２０１９０９３号  

４ 検査済証番号 

令 和 ３ 年 ４ 月 ２ ３ 日 

第完－Ｎ２０１９０９３号  

  



 

さいたま市告示第７４７号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市見沼区大字東宮下字梅ノ木４６９番６、４７８番１、４７８番３、４７８番４ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 さいたま市見沼区大字東宮下５１１番地 

株式会社 アンジュ 代表取締役 加藤 美惠子 

３ 許可番号 

 令和２年１０月１４日 

 第開‐Ｎ２０２００６７号 

４ 検査済証番号 

令 和 ３ 年 ４ 月 ２ ３ 日 

第完‐Ｎ２０２００６７号 

  



 

さいたま市告示第７４８号 

さいたま市六日町山の家廃棄物収集運搬処分業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。 

令和３年４月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市六日町山の家廃棄物収集運搬処分業務 

  履行場所 

新潟県南魚沼市坂戸８３１－２ 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

契約締結の日から令和３年７月２７日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「廃棄物処理」の受注希望業務「産業廃棄物収集運搬」及び「産

業廃棄物処分」で登載されている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

  平成２８年度以降に、国又は地方公共団体において、産業廃棄物の収集運搬及び処分を履行し

た実績を有する者であること。 

  産業廃棄物の積込場所及び運搬先の管轄する都道府県知事又は政令で定める市長から次の産業

廃棄物の種類に応じた収集運搬及び処分の許可を受けている者であること。 

ア 廃プラスチック類 

 イ 金属くず 

ウ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 



 

  交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 

  https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p080813.html 

  交付期間 

告示の日から令和３年５月１０日（月）午後５時まで 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

告示の日から令和３年５月１０日（月）まで（持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例

（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時

まで） 

  受付場所 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局市民生活部市民生

活安全課 

担当 総務係 電話０４８（８２９）１２１４ 

  提出方法 

持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。） 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

４ に同じ 

  交付日時 

令和３年５月１３日（木）午前９時から午後５時まで 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 現地確認の実施 

  競争入札参加資格を有すると認められた者は、現地確認を行うことができる。 

   実施日 

   令和３年５月１８日（火） 

   なお、時刻の指定は、競争入札参加資格確認結果通知書の交付時に行う。当該通知書の受領者

は、日時を指定することはできない。 

   実施場所 

   １ に同じ 



 

   参加人数 

   ２名以内    

７ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

  郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年５月２６日（水）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

４ に同じ 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月２７日（木）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月２７日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ 

  落札者の決定方法 

  さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局市民生活部市民生活安全課 

電話 ０４８（８２９）１２１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６９ 

８ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 



 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

９ その他 

  提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

  入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

  契約条項等は、さいたま市市民局市民生活部市民生活安全課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

さいたま市告示第７４９号 

さいたま市六日町山の家解体工事に伴う建物等地盤変動影響事前調査業務について、次のとおり一

般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第

１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年４月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市六日町山の家解体工事に伴う建物等地盤変動影響事前調査業務 

  履行場所 

新潟県南魚沼市坂戸地内 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

契約締結の日から令和３年８月１３日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・

測量）（以下「名簿」という。）に業務「補償コンサルタント」の業務分類「事業損失」で登載

されている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

  平成２８年度以降に、国又は地方公共団体において、建物等地盤変動影響調査を履行した実績

を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 

  https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p080814.html 

  交付期間 

告示の日から令和３年５月１０日（月）午後５時まで 



 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

告示の日から令和３年５月１０日（月）まで（持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例

（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時

まで） 

  受付場所 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局市民生活部市民生

活安全課 

担当 総務係 電話０４８（８２９）１２１４ 

  提出方法 

持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。） 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

４ に同じ 

  交付日時 

令和３年５月１３日（木）午前９時から午後５時まで 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

  郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年５月２６日（水）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

４ に同じ 

  入札の日時及び場所 



 

ア 日時 

令和３年５月２７日（木）午前１０時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月２７日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ 

  落札者の決定方法 

  さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局市民生活部市民生活安全課 

電話 ０４８（８２９）１２１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６９ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

８ その他 

  提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

  入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

  契約条項等は、さいたま市市民局市民生活部市民生活安全課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

さいたま市告示第７５０号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字大戸字際１７３９番５ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

（省略） 

３ 許可番号 

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ６ 日 

第開‐Ｎ２０２００６５号 

４ 検査済証番号 

令 和 ３ 年 ４ 月 ２ ３ 日 

第完‐Ｎ２０２００６５号 

  



 

さいたま市告示第７５１号 

さいたま市ＲＰＡ活用支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年４月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市ＲＰＡ活用支援業務 

  履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部外 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

契約締結の日から令和４年３月１７日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「電算」の受注希望業務「その他の電算」で登載されている者で

あること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

  地方公共団体を相手方としたＷｉｎＡｃｔｏｒに関する技術的支援業務の契約実績を２件以上

有する者であること。 

  ＲＰＡ技術者検定（ＷｉｎＡｃｔｏｒ）エキスパート及びアソシエイトの資格を取得している

者が各１名以上社員で在籍している者であること（同一人物がエキスパート及びアソシエイトの

資格を取得している場合、他に１名以上エキスパート又はアソシエイトの資格を取得している社

員が在籍していること。）。 

   ＲＰＡ技術者検定（ＷｉｎＡｃｔｏｒ）エキスパート又はアソシエイトの資格を取得しており、

かつ、地方自治体におけるＲＰＡツールの導入・活用支援業務に携わった実績を有する者を本業

務の担当者として充てることができる者であること。 

３ 入札説明書等の交付 



 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 

担当 業務効率化・インフラ担当 電話 ０４８（８２９）１１０３ 

  交付期間 

告示の日から令和３年５月１１日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで。ただし、

交付最終日は午前９時から正午までとする。） 

  交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

  交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

  競争入札参加申込兼資格確認申請書の取り扱い 

ア 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書は返却しない。 

イ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書の変更、差し替え及び再提出は認めない。 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

令和３年５月１８日（火）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ



 

ない。 

  本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

  競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月２５日（火）午後１時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第１会議室 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月２５日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

   業務を担当する課 

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 

電話 ０４８（８２９）１１０３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６９ 

８ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定



 

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

９ その他 

  この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  契約条項等は、さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は入札説明書による。 

  



 

さいたま市告示第７５２号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字大野島字構ノ内２４１番１、２４１番２、２４１番３、２４１番４、 

２４１番５、２４１番６、２４１番７、２４１番８、２４１番９、２４１番１０、２４１番１１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 さいたま市大宮区大成町三丁目５４８番地２ 富士幸ビル 

 株式会社 大成総合不動産 代表取締役 水谷 高継 

３ 許可番号 

 令和 ２年１１月 ５日 

 第変‐Ｎ２０１９１６４号 

４ 検査済証番号 

 令和 ３年 ４月２６日 

 第完‐Ｎ２０１９１６４号 

  



 

さいたま市告示第７５３号 

ガス回転釜外６件の購入について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年４月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名及び数量 

  ア ガス回転釜 ３４台 

  イ 食器消毒保管庫 １９台 

  ウ 食器食缶洗浄機 ５台 

  エ 真空冷却機 ５台 

  オ スチームコンベクションオーブン ５台 

  カ 立体炊飯器 ２２台 

  キ フードスライサー １０台 

  納入場所 

 ア １ アの物品 さいたま市西区西大宮１－４９－６ さいたま市立指扇小学校外５校 

 イ １ イの物品 さいたま市浦和区上木崎３－４－３ さいたま市立上木崎小学校外４校 

 ウ １ ウの物品 さいたま市浦和区岸町４－１－２９ さいたま市立高砂小学校外４校 

 エ １ エの物品 さいたま市南区南浦和１－１８－３ さいたま市立大谷場小学校外４校 

 オ １ オの物品 さいたま市浦和区北浦和２－１８－３ さいたま市立北浦和小学校外４校 

 カ １ カの物品 さいたま市南区南本町２－２５－２７ さいたま市立岸中学校外５校 

キ １ キの物品 さいたま市浦和区岸町４－１－２９ さいたま市立高砂小学校外９校 

  特質等 

 入札説明書による。 

  納入期限 

  令和４年１月３１日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

  本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「学校・保育用品」内の営業種目「学校用品」又は種目「一般

機器」内の営業種目「住宅設備機器」で登載され、かつ、市内に本店又は本市との契約権限を有

する支店若しくは営業所を有している者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

  イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要



 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

  入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

  入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

  本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

  交付期間 

告示の日から令和３年５月１８日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

  交付費用 

  無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

の確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている

者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

 確認審査終了後、競争入札に付する購入物品ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付する

ものとする。 

  交付場所 

   ３ に同じ 

  交付日時 

令和３年５月２６日（水）及び令和３年５月２７日（木）午前９時から午後４時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 



 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加できない。 

  本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

  競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

  入札方法 

競争入札に付する購入物品ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 

  ア 日時 

   (ア) １ アの物品 令和３年６月７日（月）午後２時００分 

   (イ) １ イの物品 令和３年６月７日（月）午後２時１５分 

   (ウ) １ ウの物品 令和３年６月７日（月）午後２時３０分 

   (エ) １ エの物品 令和３年６月７日（月）午後２時４５分 

   (オ) １ オの物品 令和３年６月７日（月）午後３時００分 

   (カ) １ カの物品 令和３年６月７日（月）午前３時１５分 

   (キ) １ キの物品 令和３年６月７日（月）午前３時３０分 

  イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

  入札保証金 

  競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 

  開札の日時及び場所 

  ア 日時 

令和３年６月７日（月）入札終了後、直ちに行う。 

  イ 場所 

７ イに同じ 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 



 

  業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部健康教育課 

   電話 ０４８（８２９）１６８０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

８ 契約手続等 

  契約保証金 

   落札者となった購入物品ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

  要 

  議決の要否 

  否 

９ その他 

  契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

さいたま市告示第７５４号 

新設大和田地区小学校整備基本設計業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。 

令和３年４月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

新設大和田地区小学校整備基本設計業務 

  履行場所  

さいたま市大和田特定土地区画整理事業地内５７街区２画地外 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

契約締結の日から令和４年３月２５日まで 

  入札参加形態 

単体企業とする 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・

測量）（以下「名簿」という。）に業務「建築関連コンサルタント」の業務分類「学校施設」で

登載されている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

  入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが 

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

  入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

  平成２３年度以降、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定される幼稚園を除く

学校で延べ床面積６，０００㎡以上の建物及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条

に規定される保育所で延べ面積４００㎡以上の建物の新築、増築又は改築の基本又は実施設計業



 

務（ただし、増築又は改築に係る設計業務にあっては、当該増築又は改築部分について延べ面積

６，０００㎡以上であること。）を元請として完成させた実績を有する者であること（共同企業

体としての実績の場合は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

  建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく一級建築士を配置できる者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

担当 吉田 電話 ０４８（８２９）１６４２ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p081056.html 

  交付期間 

告示の日から令和３年５月１９日（水）まで（３ アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後

４時まで） 

  交付費用 

無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ アに同じ 

  提出方法 

持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ アに同じ 

  交付日時 

令和３年５月２６日（水）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに一般競争入札参

加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退したものとみなす。 

  その他 



 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た 

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 仕様書等に関する質問及び回答 

  仕様書等に関して質問がある場合は、質疑応答書を次のとおり提出すること。 

ア 提出先 

３ アに同じ 

イ 受付期間 

３ に同じ 

ウ 提出方法 

４ に同じ 

  質問に対する回答 

ア 公表場所 

３ アに同じ 

イ 公表日時 

５ に同じ 

７ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の 

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

  入札参加資格の確認 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

  提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年６月２日（水）午前９時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

  最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において、最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加で 

きない。 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 



 

ア 日時 

令和３年６月２日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ 

  入札回数 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加できない。 

   落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 

電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

  業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

９ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  



 

さいたま市告示第７５５号 

武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備基本計画策定業務について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。 

令和３年４月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備基本計画策定業務 

  履行場所 

さいたま市南区沼影２－７－３５外 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

契約締結の日から令和４年３月２５日まで 

  入札参加形態 

単体企業とする 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・

測量）（以下「名簿」という。）に業務「建築関連コンサルタント」の業務分類「学校施設」で登

載されている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

  入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

   入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

  平成１３年度以降に、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定される義務教育学

校又は同一敷地内に設置される小中一貫型小学校・中学校（同一敷地内に小学校及び中学校が設

置されている場合も含む。）の用に供される延べ面積１５，０００㎡以上の建物の新築、増築又は



 

改築の基本計画策定業務、基本設計業務又は実施設計業務（ただし、増築又は改築に係る設計業

務にあっては、当該増築又は改築部分について延べ面積１５，０００㎡以上であること。）を元請

として完成させた実績を有する者であること（共同企業体としての実績の場合は、出資比率が２

０％以上の者に限る。）。 

  建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく一級建築士を配置できる者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

担当 岡田 電話 ０４８（８２９）１６４２ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p080723.html 

  交付期間 

告示の日から令和３年５月１９日（水）まで（３ アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後

４時まで） 

  交付費用 

無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ アに同じ 

  提出方法 

持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ アに同じ 

  交付日時 

令和３年５月２６日（水）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに一般競争入札参

加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退したものとみなす。 



 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 仕様書等に関する質問及び回答 

  仕様書等に関して質問がある場合は、質疑応答書を次のとおり提出すること。 

ア 提出先 

３ アに同じ 

イ 受付期間 

３ に同じ 

ウ 提出方法 

４ に同じ 

  質問に対する回答 

ア 公表場所 

３ アに同じ 

イ 公表日時 

５ に同じ 

７ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

  入札参加資格の確認 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

  提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年６月２日（水）午前９時４５分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

  最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において、最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加で

きない。 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 



 

ア 日時 

令和３年６月２日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ 

  入札回数 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加できない。 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 

電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

  業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

９ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

 



 

さいたま市告示第７５６号 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 

令和３年４月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 

・ 差押調書（謄本） 

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称 

  （省略）  

３ その他 

  送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付す   

る。 

  公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課 

  電話 ０４８（６４６）３０４９  （省略） 

  



 

さいたま市告示第７５７号 

さいたま市立浦和南高等学校ＡＬ教室システム賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。 

令和３年４月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市立浦和南高等学校ＡＬ教室システム賃貸借 

  借入場所 

さいたま市南区辻６－５－３１ 

  数量・特質等 

仕様書のとおり 

  借入期間 

令和３年９月１日から令和７年８月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で登

載されている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

担当 管理係 電話 ０４８（８２９）１６７３ 

  交付期間 

告示の日から令和３年５月２６日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

  交付費用 



 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

令和３年５月２８日（金）午前９時から午後４時まで 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

  入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年６月９日（水）午前１１時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

  入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 



 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年６月９日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

電話 ０４８（８２９）１６７３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

８ その他 

  契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課及びホームページにおいて

閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

さいたま市告示第７５８号 

さいたま市立浦和南高等学校コンピュータ教室用パソコンシステム賃貸借について、次のとおり一

般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６

７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年４月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市立浦和南高等学校コンピュータ教室用パソコンシステム賃貸借 

  借入場所 

さいたま市南区辻６－５－３１ 

  数量・特質等 

仕様書のとおり 

  借入期間 

令和３年９月１日から令和７年８月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で登

載されている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

担当 管理係 電話 ０４８（８２９）１６７３ 

  交付期間 

告示の日から令和３年５月２６日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

  交付費用 



 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

令和３年５月２８日（金）午前９時から午後４時まで 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

  入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年６月９日（水）午前１１時１５分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

  入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 



 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年６月９日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

電話 ０４８（８２９）１６７３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

８ その他 

  契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課及びホームページにおいて

閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

さいたま市告示第７５９号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をしたので、同法

第５８条の１１の規定により告示する。 

令和３年４月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 特定子ども・子育て支援提供者の名称 

  株式会社 ラボーロ 

２ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地 

（１）名称 

病児保育室ベーネ 

（２）所在地 

さいたま市大宮区浅間町１－１１７ 

３ 確認の年月日 

  令和３年４月１６日 

４ 子ども・子育て支援施設等の種類 

  病児保育事業 

５ 子ども・子育て支援法施行規則（平成２４年内閣府令第４４号）第２８条の１８第３項を満たし

ているか否かの別 

 ※法第 7 条第 10 項第 5 号に掲げる事業（認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の預かり保育）

の場合に限る。 

  



 

さいたま市告示第７６０号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 

令和３年４月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市見沼区染谷三丁目４５９番１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 （省略） 

３ 許可番号 

 令和２年 ９月３０日 

 第開－Ｎ２０２００７７号 

４ 検査済証番号 

 令和３年 ４月２７日 

 第完－Ｎ２０２００７７号 

  



 

さいたま市告示第７６１号 

さいたま市浦和斎場エレベーター設置に伴う測量調査業務について、次のとおり一般競争入札を行

うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６に

基づき公告する。 

令和３年４月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市浦和斎場エレベーター設置に伴う測量調査業務 

  履行場所 

さいたま市桜区大字下大久保１５２３番地１ 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

契約締結の日から令和３年１２月１７日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・測量）

に大分類「測量」中分類「測量一般」で登載されており、さいたま市内に本店を有していること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

  本公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱（平

成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力

団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている

期間がない者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するとともに仕様書を貸与するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部生活衛生課 

担当 恒松・中井 電話 ０４８（８２９）１２９９ 

  交付期間 

本告示日から令和３年５月１４日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら午後４時まで） 

  交付費用 



 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

令和３年５月１９日（水）午前９時から午後４時まで 

６ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月２５日（火）午前９時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 地下１階第２会議室 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月２５日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 



 

６ イに同じ 

  最低制限価格 

  設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す

ることができない。 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で同条第４項及び第５項の規定に基づく最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち

最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条の規定において無効と定める入札は、これを無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部健康増進課 

電話 ０４８（８２９）１２９３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６７ 

  業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部生活衛生課 

電話 ０４８（８２９）１２９９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６７ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

８ その他 

  提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

  入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

  契約条項等は、さいたま市保健福祉局保健部生活衛生課及びさいたま市ホームページにおいて

閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

 

さいたま市告示第７６２号 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 

令和３年４月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 送達をする書類 

  差押書 

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称 

   （省略） 

３ その他 

  送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付す   

る。 

  公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

   担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課 

   電話 ０４８（６４６）３０４３ 



 

 

さいたま市告示第７６３号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま市

条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 

  令和３年４月２８日 

 

さいたま市長 清 水 勇 人     

 

１ 送達をする書類 

 差押調書（謄本） 

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称 

（省略） 

３ その他 

(1) 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 

(2) 公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

(1) 担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課 

(2) 電話 ０４８（６４６）３０４９ 



 

さいたま市告示第７６４号 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 

令和３年４月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 

・ 差押調書（謄本） 

・ 配当計算書 

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称 

  （省略） 

３ その他 

  送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 

  公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課 

  電話 ０４８（６４６）３０３９  

  



 

さいたま市告示第７６５号 

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和３年５月６日までに返還

の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。 

令和３年４月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

・ 次の表のとおり 

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色 
年齢  

（推定） 
首輪の

有無 
特  徴 

４月 
２３日 

猫 西区 三橋 雑種 メス 三毛 
２～４ 
週齢 

無  

４月 
２３日 

猫 西区 三橋 雑種 オス 
茶トラ

白 
２～４ 
週齢 

無  

４月 
２３日 

猫 西区 三橋 雑種 オス 白黒 
２～４ 
週齢 

無  

４月 
２３日 

猫 西区 三橋 雑種 オス 黒白 
２～４ 
週齢 

無  

４月 
２３日 

猫 西区 三橋 雑種 オス キジ白 
２～４ 
週齢 

無  

４月 

２４日 
猫 南区 内谷 雑種 メス 黒 

１～２ 
ヶ月齢 

無 負傷動物 

連絡先 

   担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター 

  電話  ０４８（８４０）４１５０ 

  ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９ 

 



 

さいたま市告示第７６６号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をしたので、同法

第５８条の１１の規定により別紙のとおり告示する。 

令和３年４月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

  



令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 現 在
さ い た ま 市

名称 所在地

国立大学法人　埼玉
大学

埼玉大学教育学部附属幼
稚園

さいたま市浦和区 常盤８丁目１３‐１ 令和元年9月13日 幼稚園 －

学校法人　聖公会北
関東学園

大宮愛仕幼稚園 さいたま市大宮区 高鼻町１丁目１１０‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

聖愛幼稚園 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

認定こども園聖愛幼稚園 令和3年4月1日 認定こども園・預かり保
育事業（在園児を対象）

学校法人　大宮信愛
学園

大宮幼稚園 さいたま市大宮区 仲町３丁目９２ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　泉学園 麗愛幼稚園 さいたま市大宮区 浅間町２丁目１７ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

学校法人　普門院幼
稚園

普門院幼稚園 さいたま市大宮区 大成町２丁目４０２ 令和元年9月13日 幼稚園 －

学校法人　勝田学園 大成幼稚園 さいたま市大宮区 大成町２丁目１８２ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　大宮渋谷
学園

日進幼稚園 さいたま市北区 櫛引町２丁目４１５ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　神戸学園 神戸幼稚園 さいたま市大宮区 土手町３丁目２２ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　渡学園 大和田幼稚園 さいたま市見沼区 大和田町２丁目７１８－１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

大滝　径子 ひばり幼稚園 さいたま市大宮区 上小町６４７ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　大宮福島
学園

植竹幼稚園 さいたま市北区 盆栽町４６３ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　平和の杜
学園

むつみ幼稚園 さいたま市大宮区 北袋町１丁目１４９ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

佐藤　百合子 大宮白百合幼稚園 さいたま市北区 宮原町１丁目４０６ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の11第１項の確認をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育
て支援提供者の名
称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施
設等の種類

確認の年月日 子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）※

学校法人　聖公会北
関東学園

さいたま市大宮区 桜木町２丁目１７２ 満たす

※欄：「預かり保育事業（在園児を対象）」を実施している幼稚園、認定こども園のうち、この欄が「満たさない」の場合は、在籍する

児童が当該預かり保育事業のほかに認可外保育施設を併用した場合、認可外保育施設の利用料についても無償化の対象となります。



令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 現 在
さ い た ま 市

名称 所在地

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の11第１項の確認をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育
て支援提供者の名
称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施
設等の種類

確認の年月日 子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）※

※欄：「預かり保育事業（在園児を対象）」を実施している幼稚園、認定こども園のうち、この欄が「満たさない」の場合は、在籍する

児童が当該預かり保育事業のほかに認可外保育施設を併用した場合、認可外保育施設の利用料についても無償化の対象となります。

令和元年9月13日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

宗教法人　カトリッ
クさいたま教区

カトリックみどり幼稚園 さいたま市大宮区 高鼻町２丁目３５０ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　山吹学園 山吹幼稚園 さいたま市見沼区 大谷１９４２ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　片柳学園 片柳幼稚園 さいたま市見沼区 御蔵５５６ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

香取　登茂子 さつき幼稚園 さいたま市西区 高木３０ 令和元年9月13日 幼稚園 －

学校法人　みはし学
園

みはし幼稚園 さいたま市西区 三橋５丁目６２８‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

令和元年9月13日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

学校法人　沢田学園 しらかば幼稚園 さいたま市見沼区 堀崎町６９８ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

令和元年9月13日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

令和元年9月13日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

学校法人　山口総合
学園

さくらアート幼稚園 さいたま市北区 日進町３丁目１９３ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　清新義塾 七里ふたばこども園 さいたま市見沼区 東宮下４８０ 令和元年9月13日 認定こども園・預かり保
育事業（在園児を対象）

満たす

学校法人　壽泉学園 大宮みどりが丘幼稚園 さいたま市西区 中野林４３６‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

学校法人　野原学園 のはら幼稚園 宮前町１０８０‐１さいたま市西区 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

宮原町２丁目１０２‐７宮原幼稚園学校法人　宮原学園 さいたま市北区

野尻　ひさい 日進まこと幼稚園 さいたま市北区 日進町２丁目１０４８ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

学校法人　小百合モ
ンテッソーリ学園

小百合幼稚園 さいたま市見沼区 小深作３６７‐４ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）



令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 現 在
さ い た ま 市

名称 所在地

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の11第１項の確認をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育
て支援提供者の名
称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施
設等の種類

確認の年月日 子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）※

※欄：「預かり保育事業（在園児を対象）」を実施している幼稚園、認定こども園のうち、この欄が「満たさない」の場合は、在籍する

児童が当該預かり保育事業のほかに認可外保育施設を併用した場合、認可外保育施設の利用料についても無償化の対象となります。

令和元年9月13日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

学校法人　清水学園 銀鈴幼稚園 さいたま市北区 吉野町２丁目２１‐２ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　梅の木学
園

福寿幼稚園 さいたま市見沼区 東大宮７丁目７３‐５ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　山崎学園 せいか幼稚園 さいたま市西区 清河寺１２３５‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　金子学園 染谷幼稚園 さいたま市見沼区 染谷２丁目２３ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　湯澤学園 さしおうぎ幼稚園 さいたま市西区 宝来１１７５‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　鎌倉学園 認定こども園愛徳幼稚園 さいたま市西区 プラザ３６‐１１ 令和元年9月13日 認定こども園・預かり保
育事業（在園児を対象）

満たす

学校法人　横溝学園 かみこ幼稚園 さいたま市大宮区 上小町３１０ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

令和元年9月13日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

学校法人　深井学園 明和幼稚園 さいたま市北区 櫛引町２丁目５４ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　大成学園 大宮なみき幼稚園 さいたま市大宮区 三橋１丁目６６４ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　清美学園 清美幼稚園 さいたま市北区 吉野町１丁目３５２‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

令和元年9月13日 満たさない

令和2年4月1日 満たす

学校法人　島学園 しま幼稚園 さいたま市見沼区 島町４４８ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

聖学院みどり幼稚園 さいたま市西区 内野本郷８２０ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

学校法人　こまどり
幼稚園

幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

丸ヶ崎町４５‐１さいたま市見沼区春岡幼稚園

こまどり幼稚園 さいたま市見沼区 南中丸５６１ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

学校法人　聖学院

学校法人　荒井学園



令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 現 在
さ い た ま 市

名称 所在地

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の11第１項の確認をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育
て支援提供者の名
称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施
設等の種類

確認の年月日 子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）※

※欄：「預かり保育事業（在園児を対象）」を実施している幼稚園、認定こども園のうち、この欄が「満たさない」の場合は、在籍する

児童が当該預かり保育事業のほかに認可外保育施設を併用した場合、認可外保育施設の利用料についても無償化の対象となります。

学校法人　麗和幼稚
園

麗和幼稚園 さいたま市浦和区 仲町２丁目１０‐１９ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

学校法人　浦和済美
学園

浦和幼稚園 さいたま市浦和区 仲町２丁目６‐１５ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　羽鳥学園 双葉幼稚園 さいたま市浦和区 岸町３丁目３‐１４ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

学校法人　黎明学園 黎明幼稚園 さいたま市浦和区 元町２丁目１１‐４ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　双恵学園 双恵幼稚園 さいたま市浦和区 針ヶ谷１丁目２１‐２４ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

学校法人　母の会 認定こども園母の会 さいたま市浦和区 本太１丁目２０‐１０ 令和元年9月13日 認定こども園・預かり保
育事業（在園児を対象）

満たす

令和元年9月13日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

荘司　妙子 常盤幼稚園 さいたま市浦和区 常盤９丁目３１‐１６ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　原山学園 原山幼稚園 さいたま市緑区 原山３丁目８‐５ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

学校法人　シャロー
ム学園

ひかり認定こども園 さいたま市浦和区 領家７丁目２‐１４ 令和元年9月13日 認定こども園・預かり保
育事業（在園児を対象）

満たす

令和元年9月13日 満たさない

令和2年4月1日 満たす

学校法人　浦和富士
学園

別所幼稚園 さいたま市南区 別所７丁目６‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

令和元年9月13日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

学校法人　虹の子学
園

埼玉幼稚園 さいたま市南区 円正寺５０５‐７ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　浦和根岸
学園

本太幼稚園 さいたま市浦和区 本太５丁目３５‐３ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

学校法人　浦和西学
園

さくら草幼稚園 さいたま市桜区 田島２丁目１１‐１０ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

学校法人　厚徳幼稚
園

厚徳幼稚園 さいたま市浦和区 北浦和３丁目１６‐２１ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

学校法人　聖フラン
シスコ学園

聖フランソア幼稚園 さいたま市浦和区 皇山町１８‐１ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）



令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 現 在
さ い た ま 市

名称 所在地

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の11第１項の確認をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育
て支援提供者の名
称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施
設等の種類

確認の年月日 子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）※

※欄：「預かり保育事業（在園児を対象）」を実施している幼稚園、認定こども園のうち、この欄が「満たさない」の場合は、在籍する

児童が当該預かり保育事業のほかに認可外保育施設を併用した場合、認可外保育施設の利用料についても無償化の対象となります。

学校法人　南浦和学
園

南浦和幼稚園 さいたま市南区 文蔵２丁目２９‐２２ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

学校法人　浦和長澤
学園

むさし幼稚園 さいたま市南区 文蔵３丁目１１‐６ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　しらさぎ
学園

しらさぎ幼稚園 さいたま市緑区 代山９９２ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

令和元年9月13日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

令和元年9月13日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

学校法人　高野学園 浦和すみれ幼稚園 さいたま市桜区 南元宿２丁目２４‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　希望学園 浦和のぞみ幼稚園 さいたま市南区 南浦和３丁目４５‐５ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

学校法人　雙鳳学園 はとり幼稚園 さいたま市南区 大谷口１３１２ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　稲垣学園 浦和みずほ幼稚園 さいたま市緑区 太田窪１丁目１２‐１５ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

令和元年9月13日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

令和元年9月13日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

学校法人　梅澤学園 わかほ幼稚園 さいたま市桜区 西堀３丁目１７‐３８ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

令和元年9月13日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

学校法人　寺丘学園 認定こども園おおとり幼
稚園

さいたま市桜区 宿１４４ 令和元年9月13日 認定こども園・預かり保
育事業（在園児を対象）

満たす

幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

学校法人　松の木学
園

木の実幼稚園 木崎５丁目２８‐６さいたま市浦和区

学校法人　明の星学
園

浦和明の星幼稚園

学校法人　西浦和学
園

西浦和幼稚園 さいたま市南区 曲本１丁目２１‐２２ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

学校法人　上宮学園 ひなどり幼稚園 さいたま市桜区 西堀２丁目６‐１８

学校法人　古里学園 ふるさと幼稚園 さいたま市緑区 三室２３６０‐６ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

さいたま市緑区 東浦和６丁目４‐１９ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）



令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 現 在
さ い た ま 市

名称 所在地

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の11第１項の確認をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育
て支援提供者の名
称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施
設等の種類

確認の年月日 子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）※

※欄：「預かり保育事業（在園児を対象）」を実施している幼稚園、認定こども園のうち、この欄が「満たさない」の場合は、在籍する

児童が当該預かり保育事業のほかに認可外保育施設を併用した場合、認可外保育施設の利用料についても無償化の対象となります。

令和元年9月13日 満たさない

令和2年4月1日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

令和元年9月13日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

学校法人　西大熊学
園

大谷口幼稚園 さいたま市南区 広ヶ谷戸９６ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　大室学園 さかわ幼稚園 さいたま市桜区 栄和６丁目１８‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

学校法人　秋本学園 浦和つくし幼稚園 さいたま市南区 辻４丁目８‐７ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

令和元年9月13日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

令和元年9月13日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

令和元年9月13日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

令和元年9月13日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

学校法人　浦和榎本
学園

浦和こばと幼稚園 さいたま市桜区 大久保領家１０３‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　野本学園 大門幼稚園 さいたま市緑区 大門９３０ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

令和元年9月13日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

学校法人　古里学園 大古里育ちの森幼稚園 さいたま市緑区 三室６３５ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

学校法人　浦和みひ
かり学園

浦和みひかり幼稚園 さいたま市南区 内谷３丁目７‐２１ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

西堀ひかわ幼稚園学校法人　氷川学園

まつもと幼稚園

あかつき幼稚園

学校法人　細渕学園

学校法人　饗庭学園

幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

松本３丁目１２‐８

中尾２３４２‐２

さいたま市南区

さいたま市緑区

幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

西堀８丁目２６‐２６さいたま市桜区

幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

白幡４丁目１０‐１５さいたま市南区浦和めぐみ幼稚園学校法人　野口学園

学校法人　睦和学園 浦和若竹幼稚園 さいたま市南区 根岸３丁目１１‐３ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

学校法人　みぬま学
園

みぬま幼稚園 さいたま市浦和区 上木崎７丁目１９‐２１ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）



令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 現 在
さ い た ま 市

名称 所在地

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の11第１項の確認をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育
て支援提供者の名
称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施
設等の種類

確認の年月日 子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）※

※欄：「預かり保育事業（在園児を対象）」を実施している幼稚園、認定こども園のうち、この欄が「満たさない」の場合は、在籍する

児童が当該預かり保育事業のほかに認可外保育施設を併用した場合、認可外保育施設の利用料についても無償化の対象となります。

学校法人　桜美林学
園

認定こども園桜美林幼稚
園

さいたま市緑区 芝原３丁目２４‐５ 令和元年9月13日 認定こども園・預かり保
育事業（在園児を対象）

満たす

学校法人　大乗淑徳
学園

淑徳与野幼稚園 さいたま市桜区 白鍬６８１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

与野愛仕幼稚園 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

認定こども園与野あいし
幼稚園

令和3年4月1日 認定こども園・預かり保
育事業（在園児を対象）

令和元年9月13日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

令和元年9月13日 満たさない

令和3年4月1日 満たす

学校法人　浅沼学園 ひなぎく幼稚園 さいたま市浦和区 常盤８丁目１‐１８ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

学校法人　柏葉学園 与野本町幼稚園 さいたま市中央区 本町東２丁目７‐２１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　松喬学園 青いとり幼稚園 さいたま市中央区 八王子２丁目１７‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

宗教法人　日本基督
教団岩槻教会

岩槻幼稚園 さいたま市岩槻区 本町４丁目３‐１５ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たさない

令和元年9月13日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

認定こども園白菊幼稚園 令和3年4月1日 認定こども園・預かり保
育事業（在園児を対象）

満たす

学校法人　岩槻町田
学園

認定こども園恵泉幼稚園 さいたま市岩槻区 仲町１丁目１２‐１０ 令和元年9月13日 認定こども園・預かり保
育事業（在園児を対象）

満たす

学校法人　岩槻金子
学園

河合幼稚園 さいたま市岩槻区 平林寺４１８‐５ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

令和元年9月13日 満たさない

令和2年4月1日 満たす

令和2年4月7日 満たさない

学校法人　岩槻みど
り学園

岩槻みどり幼稚園 さいたま市岩槻区 加倉１丁目２５‐２ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

さいたま市岩槻区 本町３丁目２０‐１０萩原　文子 白菊幼稚園 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

学校法人　岩崎学園 与野幼稚園 さいたま市中央区 大戸６丁目３‐１ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

学校法人　愛仕学園 さいたま市中央区 下落合１０３０ 満たす

宗教法人　日本基督
教団埼玉新生教会

しんせい幼稚園 さいたま市中央区 上落合７丁目９‐１１ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）



令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 現 在
さ い た ま 市

名称 所在地

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の11第１項の確認をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育
て支援提供者の名
称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施
設等の種類

確認の年月日 子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）※

※欄：「預かり保育事業（在園児を対象）」を実施している幼稚園、認定こども園のうち、この欄が「満たさない」の場合は、在籍する

児童が当該預かり保育事業のほかに認可外保育施設を併用した場合、認可外保育施設の利用料についても無償化の対象となります。

学校法人　若木学園 岩槻若葉幼稚園 さいたま市岩槻区 金重字東２４‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　和土学園 認定こども園岩槻ひまわ
り幼稚園

さいたま市岩槻区 飯塚２３３ 令和元年9月13日 認定こども園・預かり保
育事業（在園児を対象）

満たす

学校法人　大道学園 桂愛幼稚園 さいたま市岩槻区 表慈恩寺５９３‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　昌平学園 ろりぽっぷ幼稚園 さいたま市岩槻区 慈恩寺２６１‐４ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　東岩槻上
里学園

東岩槻幼稚園 さいたま市岩槻区 上里２丁目３－９ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　宝国寺学
園

宝国寺幼稚園 さいたま市岩槻区 鹿室２８６‐１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　井沢学園 東武リズム幼稚園 さいたま市岩槻区 釣上新田１４２１ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

学校法人　岩槻清水
学園

はくつる幼稚園 さいたま市岩槻区 宮町１丁目６‐２０ 令和元年9月13日 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

満たす

ＪＡＰＡＮ－ＩＥ株
式会社

認定こども園 岩槻ひか
り

さいたま市岩槻区 本町１丁目３‐３ 吉田ビ
ル２階、４階

令和元年9月13日 認定こども園・預かり保
育事業（在園児を対象）

満たす



 

さいたま市告示第７６７号 

さいたま市総合振興計画シンポジウム開催業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。 

令和３年４月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市総合振興計画シンポジウム開催業務 

  履行場所 

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 外 

  業務概要 

入札説明書のとおり 

  履行期間 

令和３年５月２０日から令和３年９月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「製作等」で登載されている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

   本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 

   入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

   入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

  平成３０年以降に国又は地方公共団体（これに類すると本市が認める公益団体等を含む。）に

おいて、参加者 200 人以上の講演会、シンポジウム又はコンベンション等の開催業務及び学識経

験者、俳優、タレント等の著名人が複数人出演する広報動画制作業務（講演会、セミナー等のイ

ベントにおける開催内容の記録を目的とした撮影は除く。）の契約実績を有し、かつこれらを誠

実に履行した者であること。 

３ 入札説明書の交付 



 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市 都市戦略本部 都市経営戦略部 

担当 総合政策担当 電話 ０４８－８２９－１０３５ ＦＡＸ ０４８－８２９－１９９７ 

  交付期間 

告示の日から令和３年５月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３

０分から午後５時１５分まで） 

  交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

告示の日から令和３年５月１２日（水）まで（休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分

まで） 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

令和３年５月１４日（金）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す



 

る金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月１８日（火）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所地下１階 第２会議室 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年５月１８日（火） 入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ 

   最低制限価格 

   設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す

ることができない。 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市 都市戦略本部 都市経営戦略部 分権・広域行政担当 

電話 ０４８－８２９－１０６４ ＦＡＸ ０４８－８２９－１９９７ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

８ その他 

  提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

  この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  契約条項等は、さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部及びホームページにおいて閲覧できる。 



 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  



 

 

さいたま市告示第７６８号 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 

令和３年４月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 送達をする書類 

・ 差押調書（謄本） 

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称 

  （省略） 

３ その他 

  送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付す   

る。 

  公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

   担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課 

   電話 ０４８（６４６）３０４９ 



 

さいたま市告示第７６９号 

さいたま市狂犬病予防法関係事務手数料条例（平成１３年５月１日さいたま市条例第７０号）第２

条に規定する犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料の収納事務の一部を次の者に委託し

たので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定に基づき告示する。 

令和３年４月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 受託者 

 
１ 

さいたま市南区太田窪 ２８４１－８ 

ジンベイ動物病院 

院長 豊原 理仁 

２ 委託期間 

令和３年５月１日から令和４年３月３１日まで 

  



 

さいたま市告示第７７０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定に基づき認可した「地縁による

団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条の２第１０項の規定に

基づき、次のとおり告示する。 

令和３年４月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名称 

   東町１丁目自治会 

２ 変更した事項 

   主たる事務所 

   住所 （省略） 

  代表者に関する事項 

    氏名 （省略） 

住所 （省略） 

３ 変更年月日 

   令和３年４月２５日 

  



 

さいたま市告示第７７１号 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下

｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定に基づき、医療機関を指定したので、生活保護法第 55 条

の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年４月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり 

  







 

さいたま市告示第７７２号 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下

｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定医療機関から廃止の届出があったので、生活

保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年４月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり 

  





 

さいたま市告示第７７３号 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 1 項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30

号。以下｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定介護機関から変更の届出があったの

で、生活保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年４月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり 

  





 

さいたま市告示第７７４号 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 1 項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30

号。以下｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定介護機関から再開の届出があったの

で、生活保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年４月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり 

  





 

さいたま市告示第７７５号 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 1 項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30

号。以下｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定介護機関から辞退の届出があったの

で、生活保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年４月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり 

  





 

さいたま市告示第７７６号 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 1 項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30

号。以下｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定介護機関から廃止の届出があったの

で、生活保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 

令和３年４月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

別紙のとおり 

  





 

 

さいたま市告示第７７７号 

さいたま市自主防災組織補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和３年４月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 



 

 

   さいたま市自主防災組織補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 さいたま市自主防災組織補助金交付要綱（平成１９年さいたま市告示第６３５号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

   改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

   改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

   改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （防災訓練補助金の交付額及び交付回数）  （防災訓練補助金の交付額及び交付回数） 

第１０条 防災訓練補助金は、次の各号に定める防

災訓練を行った場合に、それぞれ年度１回を限度

として交付するものとし、その額は、行った防災

訓練に応じ当該各号に定める金額とする。 

第１０条 防災訓練補助金は、次の各号に定める防

災訓練を行った場合に、それぞれ年度１回を限度

として交付するものとし、その額は、行った防災

訓練に応じ当該各号に定める金額とする。 

   自主防災組織が参加した避難所運営訓練、市

が企画し、自主防災組織が企画から参加し、実

施した市・区防災訓練又は自主防災組織が企画

し、消防署所に届け出た消火訓練、避難訓練、

通報訓練若しくは救護救助訓練若しくはこれら

を組み合わせた訓練 １万円 

   自主防災組織が参加した避難所運営訓練、市

が企画し、自主防災組織が企画から参加し、実

施した市・区防災訓練又は自主防災組織が企画

し、消防署所に届け出た消火訓練、避難訓練、

通報訓練若しくは救護救助訓練又はこれらを組

み合わせた訓練 ２万円 

   ［略］    ［略］ 

   自主防災組織が企画した訓練であって、地区

防災計画に基づくもの １万円 

 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

様式第６号（第７条、第１１条、第１４条関係） 様式第６号（第７条、第１１条、第１４条関係） 

（表） （表） 

自主防災組織運営補助金交付申請書兼防災訓練計画

等届出書 

自主防災組織運営補助金交付申請書兼防災訓練計画

等届出書 

 ［略］  ［略］ 

１ ［略］ １ ［略］ 

２ 防災訓練計画等届出 ２ 防災訓練計画等届出 

１ 防災訓

練補助金

交付申請

予定 

① あり 防災訓練（１０，０

００円） 

② あり 避難行動要支援者名

簿の活用（１０，０００円） 

③ あり 地区防災計画に基づ

くもの（１０，０００円） 

④ なし 

 ［略］ 
 

１ 防災訓

練補助金

交付申請

予定 

① あり 防災訓練（２０，０

００円） 

② あり 避難行動要支援者名

簿の活用（１０，０００円） 

 

 

③ なし 

 ［略］ 
 

 備考  備考 



 

 

  １ 防災訓練補助金交付申請の予定があり、   １ 防災訓練補助金交付申請の予定があり、 

    ・  ［略］     ・  ［略］ 

     「自主防災組織が企画した訓練であって、

    地区防災計画に基づく訓練」を実施する場

合には③に〇を記入してください。 

 

     訓練を実施しない場合には④に○を記入

してください。 

     訓練を実施しない場合には③に○を記入

してください。 

  ２ ①、②及び③の○の記入は重複を可として

おり、申請上限額は３０，０００円です。 

  ２ ①と②の○の記入は重複を可としており、

申請上限額は３０，０００円です。 

  ３ ［略］   ３ ［略］ 

  

（裏） （裏） 

 ［略］  ［略］ 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

  

 様式第１２号を次のように改める。 



 

 

様式第１２号（第１１条関係）              

 

自主防災組織防災訓練補助金交付申請書 

  年  月  日  

 （宛先）さいたま市長 

自主防災組織名      

       氏  名  

           注 

代表者（会長）住  所  

       電話番号     （   ） 

 

次のとおり、     年度自主防災組織防災訓練補助金の交付申請をします。 

１ 防災訓練 

実施報告 

実施した訓練（ア～エ）を○で囲み、実施日、自主防災組織（申請者）から

の訓練参加者数を記載してください。 

 ア 自主防災組織が参加した避難所運営訓練又は市が企画し、自主防災組織

が企画から参画し、実施した市・区防災訓練 

 

  ［    年  月  日実施／参加者数     人］ 

 イ 自主防災組織が企画し、消防署所に届け出た消火訓練、避難訓練、通報

訓練若しくは救護救助訓練又はこれらを組み合わせた訓練の実施 

 

  ［    年  月  日実施／参加者数     人］ 

 ウ 自主防災組織が企画した訓練であって、避難行動要支援者名簿を活用した

訓練の実施 

 

  ［    年  月  日実施］ 

 エ 自主防災組織が企画した訓練であって、地区防災計画に基づく訓練の実施 

 

  ［    年  月  日実施］ 

２ 補助金交付 

申請額 

 

 

申請上限金額 

３０，０００円 

□ ア又はイの訓練を実施している場合……１０，０００円 

□ ウの訓練を実施している場合……………１０，０００円 

□ エの訓練を実施している場合……………１０，０００円 
 

該当する□に （チェック）し、合算の上、申請金額を下欄に記載してください 

申請金額                円 



 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和３年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日から令和５年３月３１日までの間、補助金の申請（この告示

による改正後のさいたま市自主防災組織補助金交付要綱（以下「改正後の要綱」と

いう。）第７条の規定による申請をいう。）の日において地区防災計画を策定して

いない自主防災組織に対する補助金の交付については、改正後の要綱第１０条第１

項、様式第６号及び様式第１２号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

 



 

 

さいたま市告示第７７８号 

さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。 

令和３年 ４月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 保管理由 

 さいたま市自転車等放置防止条例 

２ 保管開始年月日 

 令和３年 ４月２３日 

３ 保管場所及び放置箇所 

  新開自転車保管所 

  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域 

  吉野原自転車保管所 

  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、 

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心 

駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車 

  大戸自転車保管所 

  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都 

 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域 

  岩槻自転車保管所 

  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域 

４ 保管自転車 

   別紙のとおり 

５ 保管台数 

    計 ５６台 

６ 連絡先 

   担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所 

  電話 ０４８（６５２）８８１２ 

 

 

 

 

 



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2021/04/19 南浦和駅東口 埼玉県警19-191813359 STRJF15751          

2021/04/19 武蔵浦和駅 埼玉県警16-6019069 A15AC27987          

2021/04/19 武蔵浦和駅 不明 ND3L26080           

2021/04/20 東浦和駅 埼玉県警20-202996795 SNUCO1927           

2021/04/20 東浦和駅 埼玉県警20-202452540 PMH8071170          

2021/04/22 南浦和駅東口 埼玉県警11-1625133 B1G56975            

2021/04/22 南浦和駅西口 埼玉県警16-6391619 V160507547          

2021/04/22 南浦和駅西口 不明 S7G204879           

2021/04/23 南浦和駅東口 埼玉県警17-7167014 D610150054          

2021/04/23 南浦和駅東口 埼玉県警14-4513549 S0G362689           

2021/04/23 武蔵浦和駅 高島平D-01300 S0B011708           
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2021/04/19 大宮駅東口 千葉県警ﾏ-197840 F50123128           

2021/04/19 大宮駅西口 埼玉県警20-201121094 V191154173          

2021/04/19 東大宮駅東口 不明 A3D16880            

2021/04/19 東大宮駅西口 埼玉県警18-8514884 F180979283          

2021/04/20 大宮駅東口 埼玉県警20-201686075 A19PL08996          

2021/04/20 大宮駅西口 埼玉県警11-1033506 SOL35192            

2021/04/20 東大宮駅西口 不明 WBD131L03500        

2021/04/20 新都心駅東口 埼玉県警13-3512431 T8B00369            

2021/04/20 新都心駅東口 埼玉県警21-211858079 A20AL73448          

2021/04/22 大宮駅東口 群馬県警30775626 SC802491            

2021/04/22 大宮駅東口 埼玉県警17-7169526 C5B00279            

2021/04/22 大宮駅西口 埼玉県警12-2286567 SLD190193           

2021/04/22 大宮駅西口 埼玉県警16-6012770 H5J00705            

2021/04/22 大宮駅西口 埼玉県警18-8404812 LCG34141            

2021/04/22 宮原駅西口 埼玉県警18-8244121 T18CG543            

2021/04/23 大宮駅東口 埼玉県警19-194021879 V190311136          

2021/04/23 大宮駅東口 不明 V180506143          

2021/04/23 大宮駅西口 埼玉県警20-201564212 STL051372           

2021/04/23 宮原駅西口 埼玉県警20-201697344 T20B00515           

2021/04/23 指扇駅 埼玉県警16-6383606 S6F137596           
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2021/04/19 浦和駅東口 埼玉県警16-6262631 T15I 2339            

2021/04/19 浦和駅東口 玉川E-36055 B5F57333            

2021/04/19 北浦和駅西口 埼玉県警19-192708532 H807251003          

2021/04/19 北浦和駅西口 不明 S0G35669            

2021/04/19 北浦和駅西口 埼玉県警17-7192529 A17AA53582          

2021/04/20 浦和駅東口 埼玉県警19-194227574 A19AB17947          

2021/04/20 浦和駅東口 埼玉県警10-0259545 S0C04383            

2021/04/20 北浦和駅東口 埼玉県警15-5414993 SPA011487           

2021/04/20 北浦和駅西口 埼玉県警20-204164975 A17AE73659          

2021/04/22 浦和駅東口 埼玉県警20-205299220 STTCF27234          

2021/04/22 浦和駅東口 埼玉県警18-8166923 STQJA07369          

2021/04/22 浦和駅西口 立川L-06262 B6H74724            

2021/04/22 浦和駅西口 埼玉県警19-193297366 A19AF23801          

2021/04/22 北浦和駅東口 埼玉県警19-194607750 F90712083           

2021/04/22 与野駅東口 埼玉県警14-4248615 A14AE96720          

2021/04/22 北与野駅 不明 TA13060613          

2021/04/22 北与野駅 埼玉県警19-193386830 A19AE09911          

2021/04/22 北与野駅 埼玉県警18-8481117 B8E63399            

2021/04/23 浦和駅東口 埼玉県警09-9167762 9N00540             

2021/04/23 中浦和駅 不明 TF1C49272           

2021/04/23 中浦和駅 埼玉県警11-1284182 C11L8678            

2021/04/23 与野本町駅 成城H-69979 SN7H02657           
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

岩槻自転車保管所

2021/04/22 岩槻駅 埼玉県警20-201931169 ZY9L195478          

2021/04/23 岩槻駅 埼玉県警17-7143891 S6L072968           

2021/04/23 岩槻駅 埼玉県警20-200541871 F191079233          

合計： 56台
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さいたま市告示第７７９号 

令和３年４月２７日さいたま市告示第７５３号で公告した事項（件名：ガス回転釜外６件）の一部

を、次のとおり訂正する。 

令和３年４月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 訂正事項 

正 誤 

１～６ [略] 

７ 入札手続等 

   [略] 

   入札の日時及び場所 

  ア 日時 

(ア)～(オ) [略] 

(カ) １ カの物品 令和３年６月７日 

（月）午後３時１５分 

(キ) １ キの物品 令和３年６月７日 

（月）午後３時３０分 

  イ [略] 

 ～  [略] 

８、９ [略] 

１～６ [略] 

７ 入札手続等 

   [略] 

  入札の日時及び場所 

  ア 日時 

(ア)～(オ) [略]  

(カ) １ カの物品 令和３年６月７日 

（月）午前３時１５分 

(キ) １ キの物品 令和３年６月７日 

（月）午前３時３０分 

イ [略] 

 ～  [略] 

８、９ [略] 

 

 


